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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二人の操作員によって共用して使用される処理機本体と、
　該処理機本体内から硬貨を機外へ放出する放出手段と、
　所定のセット位置に配置されて前記放出手段から放出された硬貨を受け入れるとともに
個別の被検出手段をそれぞれ備えた互いに視覚的に異なる第１の受皿および第２の受皿と
、
　前記セット位置に配置された受皿が前記第１の受皿および前記第２の受皿のいずれであ
るかを判別するため前記被検出手段を検出する判別検出手段と、
　前記処理機本体が非占有状態にあるとき、一方の操作員により操作される第１の操作手
段から指令信号を受けると前記処理機本体を、他方の操作員により操作される第２の操作
手段からの指令信号を受け付けない第１の占有状態に設定し、前記第２の操作手段から指
令信号を受けると前記処理機本体を、前記第１の操作手段からの指令信号を受け付けない
第２の占有状態に設定する占有設定手段と、
　該占有設定手段が前記処理機本体を前記第１の占有状態に設定すると、前記判別検出手
段が前記第１の受皿の前記被検出手段を検出していることを条件に、前記第１の操作手段
からの指令信号に基づいて前記放出手段から硬貨を放出させる一方、前記占有設定手段が
前記処理機本体を前記第２の占有状態に設定すると、前記判別検出手段が前記第２の受皿
の前記被検出手段を検出していることを条件に、前記第２の操作手段からの指令信号に基
づいて前記放出手段から硬貨を放出させる制御手段と、



(2) JP 5934603 B2 2016.6.15

10

20

30

40

50

　前記セット位置に受皿が配置されたことを検出する受皿配置検出手段と、を備え、
　前記判別検出手段は、前記受皿配置検出手段が受皿の前記セット位置への配置を検出す
ると、前記被検出手段を検出することを特徴とする硬貨処理機。
【請求項２】
　さらに、報知を行う報知手段を備え、
　前記制御手段は、前記占有設定手段が前記処理機本体を前記第１の占有状態に設定し且
つ前記判別検出手段が前記第１の受皿の前記被検出手段を検出していない場合と、前記占
有設定手段が前記処理機本体を前記第２の占有状態に設定し且つ前記判別検出手段が前記
第２の受皿の前記被検出手段を検出していない場合とに、前記報知手段により報知を行わ
せることを特徴とする請求項１記載の硬貨処理機。
【請求項３】
　さらに、前記セット位置にある受皿をロックするロック手段を備え、
　前記制御手段は、前記占有設定手段が前記処理機本体を前記第１の占有状態に設定し且
つ前記判別検出手段が前記第１の受皿の前記被検出手段を検出している場合と、前記占有
設定手段が前記処理機本体を前記第２の占有状態に設定し且つ前記判別検出手段が前記第
２の受皿の前記被検出手段を検出している場合とに、前記ロック手段により、前記セット
位置にある受皿をロックさせることを特徴とする請求項１または２記載の硬貨処理機。
【請求項４】
　前記セット位置および前記放出手段が、前記二人の操作員によって共用して使用される
ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項記載の硬貨処理機。
【請求項５】
　前記放出手段は、前記処理機本体内に収納している硬貨を機外へ放出する出金処理を行
う出金手段であることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載の硬貨処理機。
【請求項６】
　さらに、前記処理機本体内に受け入れる硬貨を識別する識別手段を備え、
　前記放出手段は、入金処理において機外から投入され前記識別手段で正常と識別して前
記処理機本体内に一時貯留した硬貨を機外へ返却する返却処理を行う返却手段であること
を特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載の硬貨処理機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、硬貨処理機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　左右二人の操作員で共用して使用される形態の硬貨払い出し機において、一方の操作員
が払い出しを指示した硬貨を他方の操作員が誤って受け取ってしまうことを防止するため
に、一方の操作員用の払出口と他方の操作員用の払出口とをそれぞれ備えた双頭型のもの
がある（例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実公平７－４９５７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記のように一方の操作員用の払出口と他方の操作員用の払出口とを備
えていても、使用される受皿は基本的に同じものであるため、例えば払出口から取り出し
た状態で置いておいたものを、操作員が取り間違えてしまう可能性がある。
【０００５】
　したがって、本発明は、操作員による硬貨の取り間違えを防止することができる硬貨処
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理機の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、請求項１に係る発明は、二人の操作員によって共用して使
用される処理機本体と、該処理機本体内から硬貨を機外へ放出する放出手段と、所定のセ
ット位置に配置されて前記放出手段から放出された硬貨を受け入れるとともに個別の被検
出手段をそれぞれ備えた互いに視覚的に異なる第１の受皿および第２の受皿と、前記セッ
ト位置に配置された受皿が前記第１の受皿および前記第２の受皿のいずれであるかを判別
するため前記被検出手段を検出する判別検出手段と、前記処理機本体が非占有状態にある
とき、一方の操作員により操作される第１の操作手段から指令信号を受けると前記処理機
本体を、他方の操作員により操作される第２の操作手段からの指令信号を受け付けない第
１の占有状態に設定し、前記第２の操作手段から指令信号を受けると前記処理機本体を、
前記第１の操作手段からの指令信号を受け付けない第２の占有状態に設定する占有設定手
段と、該占有設定手段が前記処理機本体を前記第１の占有状態に設定すると、前記判別検
出手段が前記第１の受皿の前記被検出手段を検出していることを条件に、前記第１の操作
手段からの指令信号に基づいて前記放出手段から硬貨を放出させる一方、前記占有設定手
段が前記処理機本体を前記第２の占有状態に設定すると、前記判別検出手段が前記第２の
受皿の前記被検出手段を検出していることを条件に、前記第２の操作手段からの指令信号
に基づいて前記放出手段から硬貨を放出させる制御手段と、前記セット位置に受皿が配置
されたことを検出する受皿配置検出手段と、を備え、前記判別検出手段は、前記受皿配置
検出手段が受皿の前記セット位置への配置を検出すると、前記被検出手段を検出すること
を特徴とする。
【０００７】
　請求項２に係る発明は、請求項１に係る発明において、さらに、報知を行う報知手段を
備え、前記制御手段は、前記占有設定手段が前記処理機本体を前記第１の占有状態に設定
し且つ前記判別検出手段が前記第１の受皿の前記被検出手段を検出していない場合と、前
記占有設定手段が前記処理機本体を前記第２の占有状態に設定し且つ前記判別検出手段が
前記第２の受皿の前記被検出手段を検出していない場合とに、前記報知手段により報知を
行わせることを特徴とする。
【０００９】
　請求項３に係る発明は、請求項１または２に係る発明において、さらに、前記セット位
置にある受皿をロックするロック手段を備え、前記制御手段は、前記占有設定手段が前記
処理機本体を前記第１の占有状態に設定し且つ前記判別検出手段が前記第１の受皿の前記
被検出手段を検出している場合と、前記占有設定手段が前記処理機本体を前記第２の占有
状態に設定し且つ前記判別検出手段が前記第２の受皿の前記被検出手段を検出している場
合とに、前記ロック手段により、前記セット位置にある受皿をロックさせることを特徴と
する。
【００１０】
　請求項４に係る発明は、請求項１乃至３のいずれか一項に係る発明において、前記セッ
ト位置および前記放出手段が、前記二人の操作員によって共用して使用されることを特徴
とする。
【００１１】
　請求項５に係る発明は、請求項１乃至４のいずれか一項に係る発明において、前記放出
手段は、前記処理機本体内に収納している硬貨を機外へ放出する出金処理を行う出金手段
であることを特徴とする。
【００１２】
　請求項６に係る発明は、請求項１乃至５のいずれか一項に係る発明において、さらに、
前記処理機本体内に受け入れる硬貨を識別する識別手段を備え、前記放出手段は、入金処
理において機外から投入され前記識別手段で正常と識別して前記処理機本体内に一時貯留
した硬貨を機外へ返却する返却処理を行う返却手段であることを特徴とする。
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【発明の効果】
【００１３】
　請求項１に係る発明によれば、互いに視覚的に異なる第１の受皿および第２の受皿を使
用するため、第１の受皿を一方の操作員専用とし、第２の受皿を他方の操作員専用とする
ことで、硬貨の取り間違えを視覚的に防止することができる。また、占有設定手段は、一
方の操作員により操作される第１の操作手段から指令信号を受けると、処理機本体を、他
方の操作員により操作される第２の操作手段からの指令信号を受け付けない第１の占有状
態に設定し、第２の操作手段から指令信号を受けると、処理機本体を、第１の操作手段か
らの指令信号を受け付けない第２の占有状態に設定する。そして、制御手段は、処理機本
体が第１の占有状態に設定されている場合、判別検出手段が第１の受皿の被検出手段を検
出していることを条件に、第１の操作手段からの指令信号に基づいて放出手段から硬貨を
放出させる一方、処理機本体が第２の占有状態に設定されている場合、判別検出手段が第
２の受皿の被検出手段を検出していることを条件に、第２の操作手段からの指令信号に基
づいて放出手段から硬貨を放出させる。したがって、占有状態と受皿との対応を確認した
上で、硬貨を受皿に放出させることになり、操作員による硬貨の取り間違えをさらに防止
することができる。
　受皿配置検出手段が受皿のセット位置への配置を検出すると、判別検出手段が、被検出
手段を検出して、セット位置に配置されたものが第１の受皿および第２の受皿のいずれで
あるかを検出する。したがって、判別検出手段が無駄に被検出手段の検出を試行し続ける
必要がなくなり、電力消費を抑制することができる。
【００１４】
　請求項２に係る発明によれば、占有設定手段が処理機本体を第１の占有状態に設定し且
つ判別検出手段が第１の受皿の被検出手段を検出していない場合と、占有設定手段が処理
機本体を第２の占有状態に設定し且つ判別検出手段が第２の受皿の被検出手段を検出して
いない場合とに、制御手段が、報知手段により報知を行わせるため、第１の占有状態では
セット位置への第１の受皿の配置を、第２の占有状態ではセット位置への第２の受皿の配
置を、それぞれ促すことができる。
【００１６】
　請求項３に係る発明によれば、占有設定手段が処理機本体を第１の占有状態に設定し且
つ判別検出手段が第１の受皿の被検出手段を検出している場合と、占有設定手段が処理機
本体を第２の占有状態に設定し且つ判別検出手段が第２の受皿の被検出手段を検出してい
る場合とに、制御手段が、ロック手段により、セット位置にある受皿をロックさせるため
、放出手段による硬貨の放出中に、受皿のセット位置への配置が解除されてしまうことを
防止できる。
【００１７】
　請求項４に係る発明によれば、セット位置および放出手段が、二人の操作員によって共
用して使用されるため、操作員による硬貨の取り間違えを特に生じやすい状況になり、よ
って、硬貨の取り間違えを防止することによる効果が高い。放出手段およびセット位置を
二人の操作員に共用とすることで、機体を小型化でき、部品点数を低減できる。
【００１８】
　請求項５に係る発明によれば、処理機本体内に収納している硬貨を機外へ放出する出金
処理を行う場合に、処理機本体内から出金される硬貨の操作員による取り間違いを防止す
ることができる。
【００１９】
　請求項６に係る発明によれば、機外から投入され識別手段で正常と識別して処理機本体
内に一時貯留した硬貨を機外へ返却する返却処理を行う場合に、処理機本体内から返却さ
れる硬貨の操作員による取り間違いを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の硬貨処理機の一実施形態としての貨幣入出金機を含む貨幣処理システム
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を示す正面図である。
【図２】本発明の硬貨処理機の一実施形態としての貨幣入出金機を示す斜視図である。
【図３】同貨幣入出金機における硬貨入出金部の内部構造を示す平面図である。
【図４】同貨幣入出金機における硬貨入出金部の一時貯留部を示す側断面図である。
【図５】同貨幣入出金機における硬貨入出金部の返却搬送路を示す側断面図である。
【図６】同貨幣入出金機における硬貨入出金部の収納繰出部を示す側断面図である。
【図７】同貨幣入出金機における硬貨入出金部の収納繰出部等を示す部分拡大平面図であ
る。
【図８】同貨幣入出金機における硬貨入出金部の収納繰出部等を示す部分拡大側断面図で
ある。
【図９】同貨幣入出金機における硬貨入出金部の受皿挿入口等を示す正面図である。
【図１０】同貨幣入出金機における硬貨入出金部の受皿挿入口等を示す平面図である。
【図１１】同貨幣入出金機における硬貨入出金部の入金処理の入金計数処理ルートを示す
平面図である。
【図１２】同貨幣入出金機における硬貨入出金部の出金処理ルートを示す平面図である。
【図１３】同貨幣入出金機における硬貨入出金部の入金処理の入金収納処理ルートを示す
平面図である。
【図１４】同貨幣入出金機における硬貨入出金部の返却処理ルートを示す平面図である。
【図１５】同貨幣入出金機における硬貨入出金部の金庫回収処理ルートを示す平面図であ
る。
【図１６】同貨幣入出金機における硬貨入出金部の第１精査処理ルートを示す平面図であ
る。
【図１７】同貨幣入出金機における硬貨入出金部の第２精査処理ルートを示す平面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明の硬貨処理機の一実施形態である貨幣入出金機を図面を参照して以下に説明する
。なお、図２～図８，図１０～図１７においては、矢印Ｘ方向が、操作を行う操作員側す
なわち前方（正面側）を示す。また、以下における「前」は操作員側、「後」は操作員に
対し反対側であり、左右は、操作員側から見たときの左右である。
【００２２】
　図１は、本実施形態の貨幣入出金機を含む現金処理システム１を示すものであり、この
現金処理システム１は、銀行等の金融機関の窓口に設置されて二人のテラーと呼ばれる窓
口操作員Ａ，Ｂによって使用されるものとなっている。
【００２３】
　現金処理システム１は、左側の操作員Ａに対して専用で設けられた左側の窓口操作機２
Ａと、右側の操作員Ｂに対して専用で設けられた右側の窓口操作機２Ｂと、これら左右二
台の窓口操作機２Ａ，２Ｂにインターフェースを介して接続されこれら窓口操作機２Ａ，
２Ｂで制御される本実施形態の貨幣入出金機３とを有している。窓口操作機２Ａ，２Ｂは
、言い換えれば、一台の貨幣入出金機３を共用するこの貨幣入出金機３に対する上位機と
なっている。
【００２４】
　左右の窓口操作機２Ａ，２Ｂは、いずれもパーソナルコンピュータからなるもので、左
側の窓口操作機２Ａは、左側の操作員Ａに対して設けられた左側のカウンタ４Ａの上に設
置され、右側の窓口操作機２Ｂは、右側の操作員Ｂに対して設けられた右側のカウンタ４
Ｂの上に設置される。
【００２５】
　窓口操作機２Ａは、操作員Ａにより操作入力が行われるキーボード、マウスおよびカー
ドリーダ等からなる操作部（第１の操作手段）５Ａと、操作員Ａに対し表示を行う液晶モ
ニタ等からなる表示部（報知手段）６Ａと、操作部５Ａからの指令信号に基づいて、表示
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部６Ａの表示画面を制御し指令信号等を貨幣入出金機３に送信する本体７Ａとを有してい
る。本体７Ａは、図示は略すが各部を制御する制御部と各種情報を記憶する記憶部とを備
えている。
【００２６】
　窓口操作機２Ｂは、操作員Ｂにより操作入力が行われるキーボード、マウスおよびカー
ドリーダ等からなる操作部（第２の操作手段）５Ｂと、操作員Ｂに対し表示を行う液晶モ
ニタ等からなる表示部（報知手段）６Ｂと、操作部５Ｂからの指令信号に基づいて、表示
部６Ｂの表示画面を制御し指令信号等を貨幣入出金機３に送信する本体７Ｂとを有してい
る。本体７Ｂも、図示は略すが各部を制御する制御部と各種情報を記憶する記憶部とを備
えている。なお、窓口操作機２Ａ，２Ｂには、それぞれ個別の識別番号が割り当てられて
おり、本体７Ａ，７Ｂには、それぞれ割り当てられた識別番号が表示されている。
【００２７】
　貨幣入出金機３は、入出金機本体（処理機本体）１０と、入出金機本体１０とは別体に
設けられた２つの受皿（第１の受皿）１１Ａおよび受皿（第２の受皿）１１Ｂとからなっ
ている。入出金機本体１０は、左右２つのカウンタ４Ａ，４Ｂの境界位置の下側に配置さ
れている。入出金機本体１０は、一台が、左右の二人の操作員Ａ，Ｂによって共用して使
用されるものであり、使用時には左右の二人の操作員Ａ，Ｂのいずれか一人に占有使用さ
れることになる。これに対して、一方の受皿１１Ａは左側の操作員Ａに対して専用で設け
られ、他方の受皿１１Ｂは右側の操作員Ｂに対して専用で設けられている。
【００２８】
　受皿１１Ａ，１１Ｂは、互いに視覚的に異なっており、例えば、形状および大きさは同
じとされ、一方はピンクで他方はブルー等、互いに異なる色で形成されている。図２に示
すように、受皿１１Ａ，１１Ｂには、識別表示が、例えば前端上面の識別表示部１１Ａａ
，１１Ｂａに表示されている。また、受皿１１Ａ，１１Ｂは、個別のＩＣタグ（被検出手
段）１１Ａｂ，１１Ｂｂを後端上面にそれぞれ備えており、ＩＣタグ１１Ａｂ，１１Ｂｂ
はそれぞれが他のＩＣタグと識別可能となっている。例えば、受皿１１Ａの識別表示部１
１Ａａには「左テラー用」の識別表示と窓口操作機２Ａの個別の識別番号とが表示されて
おり、受皿１１ＡのＩＣタグ１１Ａｂには、窓口操作機２Ａの識別番号が記憶されている
。受皿１１Ｂの識別表示部１１Ｂａには「右テラー用」の識別表示と窓口操作機２Ｂの識
別番号とが表示されており、受皿１１ＢのＩＣタグ１１Ｂｂには、窓口操作機２Ｂの識別
番号が記憶されている。
【００２９】
　貨幣入出金機３は、硬貨の入金、収納、回収および出金等、硬貨に関する各処理を行う
硬貨入出金部１２と、紙幣の入金、収納、回収および出金等、紙幣に関する各処理を行う
紙幣入出金部１３とが一体的に設けられたものである。硬貨入出金部１２は、入出金機本
体１０における上部に配置されており、紙幣入出金部１３は、入出金機本体１０における
中間部から下部に配置されている。なお、硬貨入出金部１２および紙幣入出金部１３は、
入出金機本体１０の前面側に引き出し可能となっている。
【００３０】
　貨幣入出金機３には、その入出金機本体１０の上面の前面側且つ左側に、左側の操作員
Ａにより各処理の操作が入力される操作部（第１の操作手段）１４Ａと、左側の操作員Ａ
に対する表示を行う複数のランプからなる表示ランプ部（報知手段）１５Ａとが設けられ
ており、入出金機本体１０の上面の前面側且つ右側に、右側の操作員Ｂにより各処理の操
作が入力される操作部（第２の操作手段）１４Ｂと、右側の操作員Ｂに対する表示を行う
表示ランプ部（報知手段）１５Ｂとが設けられている。また、入出金機本体１０には、右
側にのみ、エラー復帰処理のガイドメニュー、処理状態および処理結果等を表示する表示
パネル（報知手段）１６が設けられ、左右方向の中間部に音声を発生させる音声発生部（
報知手段）２４が設けられている。なお、これら操作部１４Ａ，１４Ｂ、表示ランプ部１
５Ａ，１５Ｂ、表示パネル１６および音声発生部２４は、硬貨入出金部１２および紙幣入
出金部１３に対し共用とされている。
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【００３１】
　入出金機本体１０の上面の左右方向の中央には、硬貨入出金部１２に機外から入金硬貨
を投入するための硬貨入金口１７が設けられており、硬貨入金口１７の上部にはスライド
開閉するシャッタ１７ａが設けられている。硬貨入出金部１２の下部すなわち紙幣入出金
部１３側には、入出金機本体１０の前面側に開口部１８ａを有し入出金機本体１０の奥側
（後側）に向けて凹む受皿挿入口１８が設けられている。この受皿挿入口１８に対しては
、開口部１８ａを介して受皿１１Ａ，１１Ｂのうちの選択された一方のみが、前から後に
向けて挿入されたり、後から前に向けて抜き取られたりする。硬貨入出金部１２は、この
ように受皿挿入口１８に挿入され受皿挿入口１８における所定のセット位置に配置された
状態の受皿１１Ａ，１１Ｂに硬貨を放出することになる。受皿挿入口１８は、受皿１１Ａ
，１１Ｂを二つ同時には挿入できないように開口部１８ａの大きさ等が設定されている。
【００３２】
　紙幣入出金部１３の硬貨入出金部１２よりも前面側に突出する部分の上面には、その最
も前面側の左右方向の中央に、紙幣入出金部１３の内部から紙幣が送り出される紙幣出金
口２０が設けられるとともに、この紙幣出金口２０の後に、入金する紙幣が操作員Ａ，Ｂ
によりセットされる紙幣入金口２１が設けられている。なお、紙幣出金口２０には、これ
を開閉するシャッタ２２が設けられている。ここで、紙幣入出金部１３のこれら紙幣出金
口２０および紙幣入金口２１と隣り合う側方位置には、硬貨入出金部１２の一部である硬
貨一括金庫２３が設けられている。この硬貨一括金庫２３は硬貨を収納するもので、入出
金機本体１０から着脱可能とされている。紙幣入出金部１３の下部前面には電源スイッチ
２７が設けられている。
【００３３】
　紙幣入出金部１３は、紙幣入金口２１にその長手方向を左右方向とした状態でセットさ
れる紙幣を入金させて収納する入金処理を行うとともに、収納した紙幣を必要に応じて紙
幣出金口２０ヘ出金させる出金処理等の紙幣における各処理を行う。
【００３４】
　以下に、本発明の要部である硬貨入出金部１２について説明する。
　図３に示すように、硬貨入出金部１２は、入金硬貨が投入される硬貨投入部３０と、硬
貨投入部３０に投入された硬貨を一枚ずつに分離して繰り出し搬送する繰出搬送部３１と
、この繰出搬送部３１上に設けられて入出金機本体１０内に受け入れる硬貨の真偽および
金種を識別する硬貨識別部（識別手段）３２とがその上部に設けられている。
【００３５】
　硬貨投入部３０は、硬貨入出金部１２の前部の左右方向におけるほぼ中央部に、図２に
示す硬貨入金口１７のほぼ直下に位置して、投入された入金硬貨を受け取るとともに、水
平回転する回転円盤３４を有しており、さらに回転円盤３４の下側に設けられてこれを回
転させる図示せぬ駆動機構部等を有している。
【００３６】
　繰出搬送部３１は、硬貨入出金部１２の前部かつ回転円盤３４よりも左側に、回転円盤
３４から接線方向かつ左右方向に沿って水平延在する硬貨識別通路３５を有しており、こ
の硬貨識別通路３５は、鉛直に立設された壁部３５ａ，３５ａ間に形成されている。
【００３７】
　また、繰出搬送部３１は、回転円盤３４の硬貨識別通路３５側に、回転円盤３４の遠心
力で硬貨識別通路３５側に送り出される硬貨を一枚ずつに分離する隙間規制部材３７を有
しており、さらに、硬貨識別通路３５の上側に、隙間規制部材３７により一枚ずつに分離
して繰り出された硬貨を、上側から押圧しつつ硬貨識別通路３５に沿って回転円盤３４に
対し反対方向に搬送する搬送ベルト３８を有している。
【００３８】
　硬貨識別部３２は、硬貨識別通路３５の搬送方向における中間位置に設けられており、
上記したようにこれを通過する硬貨の真偽及び金種などを判別する。硬貨識別部３２は、
周知のように、例えば、光学センサを用いた硬貨径判別手段、磁気センサを用いた硬貨材
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質判別手段、硬貨厚み判別手段、硬貨表面パターン判別手段、硬貨表面汚損状態判別手段
、硬貨周縁ギザ判別手段およびこれらの適宜の組み合わせによって構成される。
【００３９】
　硬貨識別通路３５の回転円盤３４に対し反対側の端部には、硬貨識別部３２の識別結果
に応じて硬貨を選別するリジェクト・一時貯留振分ゲート４０が設けられている。このリ
ジェクト・一時貯留振分ゲート４０は、硬貨識別通路３５から硬貨を落下させるとともに
、硬貨の落下方向を前方および後方の一方に選択的に切り換える。
【００４０】
　リジェクト・一時貯留振分ゲート４０で前方に振り分けられた硬貨は、図２に示す着脱
可能なリジェクトボックス４１に排出される。一方、リジェクト・一時貯留振分ゲート４
０で後方に振り分けられた硬貨は、図３に示す一時貯留部４２に送り込まれる。リジェク
ト・一時貯留振分ゲート４０は、硬貨識別部３２で判別不能硬貨を含む偽硬貨と識別され
た硬貨、つまり正常と識別されなかったリジェクト硬貨をリジェクトボックス４１に案内
して機外に取り出し可能に排除する一方、硬貨識別部３２で真硬貨、つまり正常と識別さ
れた硬貨を一時貯留部４２に案内する。
【００４１】
　一時貯留部４２は、硬貨識別部３２で識別された硬貨のうち真硬貨を金種混合状態のま
ま一括して一時貯留させるもので、硬貨入出金部１２のほぼ全高さ範囲に設けられており
、しかも、硬貨入出金部１２の前後方向に延在する形状をなしている。一時貯留部４２は
、前後方向および上下方向に沿い、しかも互いに左右方向に所定の間隔をあけて配置され
た一対の壁部４３，４３と、これら壁部４３，４３間に配置された部分が一時貯留部４２
の底部を形成する図４に示すコンベアタイプの搬送ベルト４４と、壁部４３，４３間に配
置された部分が一時貯留部４２の前部を形成する入金ガイド壁部４５とを有している。
【００４２】
　入金ガイド壁部４５は、後側ほど下側に位置するように傾斜しており、リジェクト・一
時貯留振分ゲート４０で後側に振り分けられた硬貨を一時貯留部４２の搬送ベルト４４上
に案内する。
　搬送ベルト４４は、後側ほど上側に位置するように傾斜しており、入金ガイド壁部４５
を介して投入された硬貨を回転することで後方かつ上方に搬送する。
【００４３】
　また、一時貯留部４２は、搬送ベルト４４の後部側の上側位置に、隙間規制ローラ４７
を有している。この隙間規制ローラ４７は、搬送ベルト４４で後方に搬送される集積状態
の硬貨の集積を、下部が前方に移動するように回転することにより崩し一枚ずつに分離し
て後方に繰り出す。ここで、この隙間規制ローラ４７と搬送ベルト４４とは、搬送ベルト
４４の傾斜により形成される後部下側のスペースに配置された共用のモータ４８で複数の
ギア４９を介して駆動される。
【００４４】
　さらに、一時貯留部４２は、搬送ベルト４４の隙間規制ローラ４７よりも後側に、ゲー
トストッパ５１を有している。このゲートストッパ５１はオンされると、そのストッパ部
材５２が搬送ベルト４４に近接して搬送ベルト４４上の硬貨のストッパ部材５２を越えて
の後方への移動を規制する閉状態となる。また、このゲートストッパ５１はオフされると
、先端のストッパ部材５２が搬送ベルト４４から離間して、搬送ベルト４４上の硬貨のス
トッパ部材５２より後方への移動を許容する開状態となる。
【００４５】
　ここで、ゲートストッパ５１がオンされた状態では、回転する搬送ベルト４４により硬
貨が隙間規制ローラ４７側に徐々に集積されてしまい、その後、ゲートストッパ５１がオ
フされると集積された硬貨が一度に移動することで隙間規制ローラ４７にジャム等を生じ
ることがある。このため、一時貯留部４２は、搬送ベルト４４を下方から叩くベルト叩き
機構５４を有している。
【００４６】
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　このベルト叩き機構５４は、搬送ベルト４４の隙間規制ローラ４７よりも前側に配置さ
れており、搬送ベルト４４の上辺側を下から叩くベルト叩きプッシャ５５と、このベルト
叩きプッシャ５５を上下に往復動させるベルト叩きソレノイド５６とを有している。ベル
ト叩きプッシャ５５は、搬送ベルト４４を叩く側が、該搬送ベルト４４に平行な平板部５
７とされており、ベルト叩きソレノイド５６は、この平板部５７に直交する方向にこの平
板部５７を短いストロークで往復動させる。
【００４７】
　上記の一時貯留部４２の後方には、図３に示すように、硬貨入出金部１２の上部となる
位置に、一時貯留部４２の搬送ベルト４４からゲートストッパ５１を越えて後方に送り出
された硬貨をさらに後方に搬送した後、右方向に向きを変えて搬送する搬送部５９が設け
られている。この搬送部５９は、硬貨入出金部１２の後側かつ左側において後方に延在し
た後、さらに右方に延在する硬貨通路６０を有しており、この硬貨通路６０は、鉛直に立
設された壁部６０ａ，６０ａ間に形成されている。
【００４８】
　また、搬送部５９は、硬貨通路６０の上側に、一時貯留部４２から一枚ずつに分離され
て繰り出された硬貨を、上方から押圧しつつ硬貨通路６０に沿って搬送する屈曲形状の搬
送ベルト６１を有している。
【００４９】
　搬送部５９の硬貨通路６０の前後に沿う部分には、一時貯留部４２に近接して、通過す
る硬貨の金種を判別する硬貨判別部６３が設けられている。この硬貨判別部６３は、基本
的にはすでに硬貨識別部３２で真偽が識別されて真のみとされた硬貨の金種を判別するも
のであるので、例えば、光学センサを用いた硬貨径判別手段等が用いられる。
【００５０】
　搬送部５９の硬貨通路６０の前後に沿う部分には、硬貨判別部６３の後方に、硬貨判別
部６３の判別結果等に応じて硬貨を選別する収納振分ゲート６５が設けられている。この
収納振分ゲート６５は、硬貨をこの収納振分ゲート６５を越えてそのまま硬貨通路６０で
搬送させる状態、および硬貨通路６０から硬貨を落下させる状態の一方に選択的に切り換
えられるもので、硬貨通路６０から落下させた硬貨は、右方に案内する。このように右方
に案内された硬貨は、後述する返却搬送路６７に送り込まれる。すなわち、収納振分ゲー
ト６５は一時貯留部４２から繰り出された硬貨を返却搬送路６７に案内可能なものである
。ここで、収納振分ゲート６５は、入金時に一時貯留部４２に一時貯留された硬貨を、操
作員Ａ，Ｂの操作により返却させる場合等は硬貨通路６０から落下させ、操作員Ａ，Ｂの
操作により機内に確定収納する場合は落下させることなく硬貨通路６０上で後方の後述す
る金種振分部６８に案内する。
【００５１】
　金種振分部６８は、硬貨入出金部１２の上部かつ後部となる位置に左右方向に延在して
設けられており、一時貯留部４２から繰り出された硬貨を金種別に振り分けるものである
。
【００５２】
　金種振分部６８は、搬送部５９の硬貨通路６０に連続する硬貨分類通路７０と、この硬
貨分類通路７０に沿って硬貨を上方から押圧しつつ搬送する搬送ベルト７１とを有してお
り、硬貨分類通路７０は、鉛直に設けられた壁部７０ａ，７０ａ間に設けられている。硬
貨分類通路７０には、搬送される硬貨を金種別に分類して落下させる分類孔７２Ａ～７２
Ｆが、硬貨径の小さい順に配置されており、各分類孔７２Ａ～７２Ｆのそれぞれの直前に
は通過する硬貨を検出する硬貨検出センサ７３が対応配置されている。そして、硬貨検出
センサ７３のうち隣り合う前後のものをそれぞれ通過した硬貨数の差が、分類孔７２Ａ～
７２Ｆのうち、その間に位置するものに分類された枚数として計数されるように構成され
ている。
【００５３】
　各分類孔７２Ａ～７２Ｆの下側には、これらすなわち金種振分部６８で振り分けられた
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硬貨をそれぞれ収納可能であるとともに収納している硬貨つまり機内に確定収納された硬
貨を後述する放出口７５に繰出可能な金種別の収納繰出部７６Ａ～７６Ｆが設けられてい
る。具体的には、最も一時貯留部４２に近接する側の分類孔７２Ａの下側にはこの分類孔
７２Ａから落下させられる１円硬貨を収納する収納繰出部７６Ａが、その隣りの分類孔７
２Ｂの下側にはこの分類孔７２Ｂから落下させられる５０円硬貨を収納する収納繰出部７
６Ｂが、その隣りの分類孔７２Ｃの下側にはこの分類孔７２Ｃから落下させられる５円硬
貨を収納する収納繰出部７６Ｃが、その隣りの分類孔７２Ｄの下側にはこの分類孔７２Ｄ
から落下させられる１００円硬貨を収納する収納繰出部７６Ｄが、その隣りの分類孔７２
Ｅの下側にはこの分類孔７２Ｅから落下させられる１０円硬貨を収納する収納繰出部７６
Ｅが、その隣りの分類孔７２Ｆの下側にはこの分類孔７２Ｆから落下させられる５００円
硬貨を収納する収納繰出部７６Ｆが、それぞれ設けられている。
【００５４】
　これら金種別の収納繰出部７６Ａ～７６Ｆと一時貯留部４２との隙間部分には、収納繰
出部７６Ａ～７６Ｆとほぼ同じ構成であって、一時貯留部４２から繰り出され、金種振分
部６８よりも搬送方向手前の収納振分ゲート６５で右方に振り分けれた硬貨を後述する放
出口７５に返却可能な上記した返却搬送路６７が設けられている。ここで、これら収納振
分ゲート６５と返却搬送路６７とで、一時貯留部４２から繰り出された硬貨を放出口７５
に返却する硬貨返却部７７が構成されている。
【００５５】
　金種別の収納繰出部７６Ａ～７６Ｆおよび返却搬送路６７は、硬貨入出金部１２の上下
方向のほぼ全高さ範囲に設けられており、しかも、硬貨入出金部１２の前後方向に延在す
る形状をなしている。その結果、金種別の収納繰出部７６Ａ～７６Ｆは、それぞれが互い
に並列に配置されており、一時貯留部４２とも平行をなしている。また、返却搬送路６７
は、金種別の収納繰出部７６Ａ～７６Ｆの側方（具体的には左方）に、これら収納繰出部
７６Ａ～７６Ｆと並列に配置されている。さらに、返却搬送路６７の金種別の収納繰出部
７６Ａ～７６Ｆに対し反対側に、これら金種別の収納繰出部７６Ａ～７６Ｆおよび返却搬
送路６７と並列に一時貯留部４２が配置されている。ここで、金種別の収納繰出部７６Ａ
～７６Ｆおよび返却搬送路６７は、全て前後方向および高さ方向の位置を一致させた状態
で並列に配置されている。
【００５６】
　金種別の収納繰出部７６Ａ～７６Ｆおよび返却搬送路６７は、それぞれ、前後方向およ
び上下方向に沿い、しかも互いに左右方向に所定の間隔をあけて配置された一対の壁部８
０，８０と、これら壁部８０，８０間に配置された部分が底部を形成する図５および図６
に示すコンベアタイプの搬送ベルト８１と、壁部８０，８０間に配置された部分が後部を
形成する後壁部８２とを有している。ここで、金種別の収納繰出部７６Ａ～７６Ｆおよび
返却搬送路６７の搬送ベルト８１は、同一の駆動源で同時に駆動されるようになっている
。
【００５７】
　後壁部８２は、後側ほど上側に位置するように傾斜しており、金種別の収納繰出部７６
Ａ～７６Ｆにおいては、分類孔７２Ａ～７２Ｆのうち対応するもので落下させられた硬貨
を搬送ベルト８１上に案内する。
【００５８】
　なお、返却搬送路６７においては、収納振分ゲート６５側の壁部８０に収納振分ゲート
６５で落下させられた硬貨が放出される振分口８３が設けられており、この振分口８３か
ら硬貨が搬送ベルト８１上に放出させられる。
【００５９】
　金種別の収納繰出部７６Ａ～７６Ｆおよび返却搬送路６７のそれぞれにおいて搬送ベル
ト８１は、前側ほど上側に位置するように傾斜しており、金種別の収納繰出部７６Ａ～７
６Ｆにおいては分類孔７２Ａ～７２Ｆから、返却搬送路６７においては振分口８３から放
出された硬貨を回転することで硬貨入出金部１２の前方かつ上方に搬送する。
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【００６０】
　また、金種別の収納繰出部７６Ａ～７６Ｆおよび返却搬送路６７は、それぞれ、搬送ベ
ルト８１の前部側の上側位置に、隙間規制ローラ８５を有している。この隙間規制ローラ
８５は、搬送ベルト８１で前方に搬送される集積状態の硬貨の集積を、下部が後方に移動
するように回転することにより崩し一枚ずつに分離して前方に繰り出す。
【００６１】
　さらに、金種別の収納繰出部７６Ａ～７６Ｆおよび返却搬送路６７は、それぞれ、搬送
ベルト８１の隙間規制ローラ８５よりも前方に、搬送ベルト８１に沿って延在する通路部
８７と、この通路部８７の上側に設けられて硬貨を上側から押圧しつつ前方に搬送する搬
送ベルト８８とを有している。これら搬送ベルト８８は全て同一のモータで同時に駆動さ
れるようになっている。図７に示すように、通路部８７は鉛直立設する壁部８７ａ，８７
ａ間に設けられるもので、図５および図６に示すように、通路部８７の前端部および搬送
ベルト８８の前端部によって硬貨を繰り出す繰出口８９が形成されている。なお、金種別
の収納繰出部７６Ａ～７６Ｆにおいて壁部８７ａ，８７ａ間の間隔は、収納対象硬貨より
も大径の異金種硬貨のみが通過できないように設定されている。すなわち、収納繰出部７
６Ａの壁部８７ａ，８７ａは１円硬貨より大径の硬貨の通過を規制し、収納繰出部７６Ｂ
の壁部８７ａ，８７ａは５０円硬貨より大径の硬貨の通過を規制し、収納繰出部７６Ｃの
壁部８７ａ，８７ａは５円硬貨より大径の硬貨の通過を規制し、収納繰出部７６Ｄの壁部
８７ａ，８７ａは１００円硬貨より大径の硬貨の通過を規制し、収納繰出部７６Ｅの壁部
８７ａ，８７ａは１０円硬貨より大径の硬貨の通過を規制し、収納繰出部７６Ｆの壁部８
７ａ，８７ａは５００円硬貨より大径の偽硬貨の通過を規制する。ここで、金種別の収納
繰出部７６Ａ～７６Ｆおよび返却搬送路６７は搬送ベルト８８が共用のモータで同時に駆
動されるようになっている。
【００６２】
　加えて、金種別の収納繰出部７６Ａ～７６Ｆおよび返却搬送路６７は、通路部８７にゲ
ートストッパ９１を有している。このゲートストッパ９１は、図８に示すように、オンさ
れると先端のストッパ部材９２が通路部８７から突出して、通路部８７上の硬貨のストッ
パ部材９２を越えての前方への移動を規制する閉状態となる。また、このゲートストッパ
９１はオフされると先端のストッパ部材９２が通路部８７から引っ込んで、通路部８７上
の硬貨のストッパ部材９２よりも前方への移動を許容する開状態となる。
【００６３】
　加えて、金種別の収納繰出部７６Ａ～７６Ｆのうち、最小径硬貨を除く硬貨を収納させ
る収納繰出部７６Ｂ～７６Ｆには、図７に示すように、異金種硬貨が誤って混入してしま
った場合のために、通路部８７に収納対象硬貨よりも小径の硬貨のみを落下させる出金選
別孔９４Ｂ～９４Ｆがゲートストッパ９１と繰出口８９との間に形成されている。すなわ
ち、収納繰出部７６Ｂには出金選別孔９４Ｂが、収納繰出部７６Ｃには出金選別孔９４Ｃ
が、収納繰出部７６Ｄには出金選別孔９４Ｄが、収納繰出部７６Ｅには出金選別孔９４Ｅ
が、収納繰出部７６Ｆには出金選別孔９４Ｆが、それぞれ設けられている。
【００６４】
　金種別の収納繰出部７６Ａ～７６Ｆにおいては、図８に示すように各出金選別孔９４Ｂ
～９４Ｆとそれぞれに対応するゲートストッパ９１との間に、硬貨を検出する発光素子９
５ａおよび受光素子９５ｂからなる硬貨検出センサ９５が設けられている。また、各出金
選別孔９４Ｂ～９４Ｆの下側には、この出金選別孔９４Ｂ～９４Ｆから落下する硬貨を案
内するシュートガイド９６が設けられている。
【００６５】
　図３に示す金種別の収納繰出部７６Ａ～７６Ｆおよび返却搬送路６７は、それぞれの図
８に示す繰出口８９の前後方向位置および高さ方向位置を揃えており、各繰出口８９より
ゲートストッパ９１側には、それぞれ対応する繰出口８９から繰り出される硬貨を検出す
る発光素子９８ａおよび受光素子９８ｂからなる硬貨検出センサ９８が設けられている。
ここで、上記出金選別孔９４Ｂ～９４Ｆは、図７に示すように、それぞれ対応する硬貨検
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出センサ９５と硬貨検出センサ９８との間に設けられており、対応する硬貨検出センサ９
５，９８の検出に基づいて出金選別孔９４Ｂ～９４Ｆの対応するものからの硬貨の落下を
検出する。すなわち、硬貨検出センサ９５で検出された硬貨が硬貨検出センサ９８で検出
されなければこの硬貨が出金選別孔９４Ｂ～９４Ｆの対応するものから落下したと判断し
、硬貨検出センサ９５で検出された硬貨が硬貨検出センサ９８で検出されるとこの硬貨が
出金選別孔９４Ｂ～９４Ｆの対応するものから落下していないと判断する。
【００６６】
　図３に示す金種別の収納繰出部７６Ａ～７６Ｆおよび返却搬送路６７の全ての図８に示
す繰出口８９の下側には、これらから繰り出された硬貨を一時貯留部４２および硬貨一括
金庫２３に案内可能なコンベア式の正逆回転可能な搬送ベルト１００を有する硬貨搬送路
１０１が設けられている。この硬貨搬送路１０１は、図３に示すように左右方向に沿って
おり、その結果、金種別の収納繰出部７６Ａ～７６Ｆ、返却搬送路６７および一時貯留部
４２に対し直交する方向に平行をなしている。この硬貨搬送路１０１で一時貯留部４２側
に搬送された硬貨は、図４に示す一時貯留部４２の壁部４３の前後方向における中間位置
に形成された硬貨搬送路出口１０２から一時貯留部４２に放出されることになる。なお、
図８に示すように、出金選別孔９４Ｂ～９４Ｆの下側に設けられたシュートガイド９６で
案内される硬貨はこの硬貨搬送路１０１上に落下させられる。
【００６７】
　また、図３に示す金種別の収納繰出部７６Ａ～７６Ｆおよび返却搬送路６７の全ての図
８に示す繰出口８９の若干下側の前方位置には、上記した受皿挿入口１８に開口し、受皿
１１Ａ，１１Ｂのうちの受皿挿入口１８の所定のセット位置に配置された一方に硬貨を案
内するためのシュートガイド１０３が設けられている。このシュートガイド１０３の下端
部が、硬貨を、受皿１１Ａ，１１Ｂのうちの受皿挿入口１８の所定のセット位置に配置さ
れた一方に放出する上記した放出口７５となっている。
【００６８】
　そして、図３に示す金種別の収納繰出部７６Ａ～７６Ｆおよび返却搬送路６７の全ての
図８に示す繰出口８９とシュートガイド１０３との間には、図示略のソレノイドで駆動さ
れて図３に示す金種別の収納繰出部７６Ａ～７６Ｆおよび返却搬送路６７から繰り出され
た硬貨を図８に示す放出口７５および硬貨搬送路１０１のいずれか一方に選択的に案内す
る出金側ゲート１０４が設けられている。すなわち、図８において実線で示す出金側ゲー
ト１０４の状態が硬貨を硬貨搬送路１０１に案内せず放出口７５に案内する状態であり、
図８において二点鎖線で示す出金側ゲート１０４の状態が硬貨を放出口７５に案内せず硬
貨搬送路１０１に案内する状態である。
【００６９】
　以上において、金種別の収納繰出部７６Ａ～７６Ｆと出金側ゲート１０４とシュートガ
イド１０３とが、入出金機本体１０内に確定収納している硬貨を放出口７５を介して機外
、つまり受皿１１Ａ，１１Ｂのうちの受皿挿入口１８の所定のセット位置に配置された一
方に、出金のため放出する出金処理を行う出金機構（放出手段，出金手段）２０５を構成
している。また、収納振分ゲート６５と返却搬送路６７とからなる硬貨返却部７７と出金
側ゲート１０４とシュートガイド１０３とが、後述する入金処理の入金計数処理において
機外から投入され硬貨識別部３２で正常と識別されて入出金機本体１０内の一時貯留部４
２に一時貯留された確定収納前の硬貨を放出口７５を介して機外、つまり受皿１１Ａ，１
１Ｂのうちの受皿挿入口１８の所定のセット位置に配置された一方に、返却のため放出す
る返却処理を行う返却機構（放出手段，返却手段）２０６を構成している。
【００７０】
　図３に示すように、硬貨搬送路１０１の一時貯留部４２に対し反対側には、硬貨搬送路
１０１で搬送された硬貨を収納する上記した硬貨一括金庫２３が設けられている。すなわ
ち、硬貨搬送路１０１の一時貯留部４２に対し反対側の端部の前側には、硬貨搬送路１０
１からの硬貨を受け入れて硬貨一括金庫２３に案内する金庫案内部１０６が設けられてお
り、この金庫案内部１０６の下側に、硬貨搬送路１０１よりも前方に位置して硬貨一括金
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庫２３が設けられている。
【００７１】
　ここで、硬貨搬送路１０１が一時貯留部４２の前後方向における中間位置に接続される
ことで、一時貯留部４２は、硬貨搬送路１０１の一端側で硬貨搬送路１０１よりも前方に
突出することになり、一方で、硬貨搬送路１０１よりも前方に硬貨一括金庫２３が設けら
れていて、これらの間に、上記した硬貨投入部３０は設けられている。すなわち、図示は
略すが、これらの間に、硬貨投入部３０の回転円盤３４を駆動するための駆動機構部等が
配置されているのである。
【００７２】
　図２に示すように受皿１１Ａおよび受皿１１Ｂのうちの選択された一方が開口部１８ａ
を介して挿入および抜き取り可能となる受皿挿入口１８は、受皿１１Ａおよび受皿１１Ｂ
のいずれが挿入された場合でも、図９に示すように、挿入された受皿を載置させる載置面
２１０と、載置面２１０の左右に立設されて挿入された受皿の左右両側を案内する一対の
側壁面２１１と、受皿挿入口１８の奥側に立設された奥壁面２１２と、上記したシュート
ガイド１０３の放出口７５が配置された天井部２１３とを有している。
【００７３】
　ここで、受皿挿入口１８は、受皿１１Ａおよび受皿１１Ｂのいずれが挿入された場合で
も、挿入された受皿が奥壁面２１２に当接すると、これが左右方向のいずれの位置にあっ
ても、シュートガイド１０３の放出口７５からの硬貨を適正に受け取ることができるよう
に寸法関係が設定されている。言い換えれば、受皿挿入口１８の奥壁面２１２に当接する
位置が、受皿１１Ａ，１１Ｂの上記した所定のセット位置となっている。さらに言い換え
れば、受皿１１Ａ，１１Ｂは、所定のセット位置に配置されると、図８に示すように出金
機構２０５および返却機構２０６から放出された硬貨を受け入れる。セット位置、出金機
構２０５および返却機構２０６も、左右の二人の操作員Ａ，Ｂによって共用して使用され
るものであり、使用時には左右の二人の操作員Ａ，Ｂのいずれか一人に占有使用されるこ
とになる。
【００７４】
　受皿挿入口１８には、その機体奥側となる奥壁面２１２の位置に、受皿１１Ａおよび受
皿１１Ｂのいずれが挿入された場合でも、挿入された受皿が奥壁面２１２に当接するセッ
ト位置にあるとこれを抜き取り不可にロックするソレノイド駆動式の受皿ロック機構（ロ
ック手段）２１６と、受皿１１Ａおよび受皿１１Ｂのいずれが挿入された場合でも、奥壁
面２１２の位置における受皿の有無を検出することで、挿入された受皿が、出金機構２０
５および返却機構２０６から放出された硬貨を受け入れる所定のセット位置にあるか否か
を検出する受皿配置検出センサ（受皿配置検出手段）２１７とが設けられている。出金機
構２０５および返却機構２０６から放出された硬貨を受け入れる受皿１１Ａ，１１Ｂの所
定のセット位置は、受皿ロック機構２１６によってロック可能な位置であり、よって、受
皿配置検出センサ２１７は、受皿１１Ａ，１１Ｂが、受皿ロック機構２１６によってロッ
ク可能な所定のセット位置にあるか否かをも検出する。
【００７５】
　受皿ロック機構２１６は、受皿挿入口１８の天井部２１３に設けられており、そのロッ
ク部材２１８が下方に向け突出すると、受皿１１Ａおよび受皿１１Ｂのいずれが受皿挿入
口１８に挿入されている場合でも、挿入されている受皿の後壁部の前面に対向して、その
受皿挿入口１８からの抜き取りを規制することになる。また、ロック部材２１８が上方に
引っ込むと、挿入されている受皿より上方に位置してその抜き取りを可能とする。受皿ロ
ック機構２１６は、受皿１１Ａ，１１Ｂのいずれが受皿挿入口１８に挿入されている場合
でも、挿入されている受皿が奥壁面２１２に当接するまで受皿挿入口１８に挿入されてい
れば、左右方向のいずれの位置にあっても、これをロック可能となっている。言い換えれ
ば、受皿１１Ａおよび受皿１１Ｂのいずれが受皿挿入口１８に挿入されている場合でも、
挿入されている受皿は、受皿ロック機構２１６によってロックされると、シュートガイド
１０３の放出口７５から放出される硬貨を受け入れ可能となる。よって、受皿配置検出セ
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ンサ２１７は、受皿が、シュートガイド１０３の放出口７５から放出される硬貨を受け入
れ可能な位置にあるか否かを検出する。
【００７６】
　この受皿配置検出センサ２１７は、図１０に示すように受皿挿入口１８の左右方向の中
央位置に設けられており、受皿１１Ａおよび受皿１１Ｂのいずれが受皿挿入口１８に挿入
されている場合でも、受皿が奥壁面２１２に当接するまで受皿挿入口１８に挿入されれば
、左右方向のいずれの位置にあっても、これを検出可能となっている。受皿配置検出セン
サ２１７は、図８に示すように、揺動可能な検知片２１９に受皿１１Ａ，１１Ｂが当接す
るとオンされ、検知片２１９から受皿１１Ａ，１１Ｂが離間するとオフされるスイッチと
なっている。なお、受皿配置検出センサ２１７としては、奥壁面２１２に設けられて受皿
１１Ａ，１１Ｂとの距離を検出する反射型の光学センサや、一対の側壁面２１１の奥壁面
２１２側の位置に設けられて、受皿１１Ａ，１１Ｂで光軸が遮断される透過型の光学セン
サを用いることも可能である。
【００７７】
　また、受皿挿入口１８には、その機体奥側となる奥壁面２１２の位置に、セット位置に
配置された受皿が、受皿１１Ａおよび受皿１１Ｂのいずれであるかを判別するためにＩＣ
タグ１１Ａｂ，１１Ｂｂを検出するタグリーダ（判別検出手段）２２０が設けられている
。つまり、タグリーダ２２０は、ＩＣタグ１１Ａｂを検出すると受皿１１Ａがセット位置
にあることを検出し、ＩＣタグ１１Ｂｂを検出すると受皿１１Ｂがセット位置にあること
を検出する。
【００７８】
　受皿挿入口１８には、図１０に示すように、その開口部１８ａ側となる一対の側壁面２
１１の機体前面側の位置に、受皿１１Ａおよび受皿１１Ｂのいずれが受皿挿入口１８に挿
入されている場合でも、この位置における受皿の有無を検出することで、受皿挿入口１８
から受皿が抜き取られたか否かを検出する受皿抜取検出センサ２２１が設けられている。
この受皿抜取検出センサ２２１と、上記した受皿配置検出センサ２１７とは、受皿１１Ａ
および受皿１１Ｂのいずれが受皿挿入口１８に挿入されている場合でも、受皿配置検出セ
ンサ２１７が受皿を検出したとき、この受皿を受皿抜取検出センサ２２１が検出する位置
に設けられている。つまり、受皿抜取検出センサ２２１および受皿配置検出センサ２１７
は、一つの受皿があることを同時に検出する位置に設けられている。
【００７９】
　受皿抜取検出センサ２２１は、透過型の光学センサであり、受皿挿入口１８の開口部１
８ａの位置に機体前後方向に交差（具体的には直交）して光軸Ｙを配しており、図９に示
すように、受皿挿入口１８の所定の高さ位置にて水平方向に光軸Ｙを配している。つまり
、受皿抜取検出センサ２２１は、一方の側壁面２１１側に配置された発光素子２２２と、
他方の側壁面２１１側に配置された受光素子２２３とからなり、受皿１１Ａおよび受皿１
１Ｂのいずれが受皿挿入口１８に対し抜き差しされる場合でも、受皿挿入口１８に受皿が
挿入されていると、発光素子２２２からの投光が、受皿で遮光されて受光素子２２３で受
光しないことになり、受皿挿入口１８から受皿が抜き取られていると、発光素子２２２か
らの投光を受光素子２２３で受光することになって、これらの違いで受皿挿入口１８から
受皿が抜き取られたか否かを検出する。受皿抜取検出センサ２２１も、受皿１１Ａおよび
受皿１１Ｂのいずれが受皿挿入口１８に挿入されている場合でも、この受皿が奥壁面２１
２に当接するまで挿入されていれば、左右方向のいずれの位置にあっても、これを検出可
能となっている。
【００８０】
　受皿抜取検出センサ２２１は、受皿１１Ａおよび受皿１１Ｂのいずれが受皿挿入口１８
に挿入されている場合でも、その検出状態が受皿がある状態からない状態に切り替わると
、受皿の硬貨が受皿内のいずれの位置にあっても天井部２１３よりも機体前方に露出する
ように、天井部２１３および挿入される受皿１１Ａ，１１Ｂとの位置関係が設定されてい
る。なお、受皿抜取検出センサ２２１として、天井部２１３と載置面２１０とに、発光素
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子と受光素子とを配置し、鉛直方向に光軸を配する透過型の光学センサを用いても良い。
【００８１】
　次に、図２に示す制御部（占有設定手段，制御手段）２３０により制御される上記した
硬貨入出金部１２の各処理について説明する。なお、硬貨入出金部１２は紙幣入出金部１
３と関連して制御されるものであるが、ここでは、硬貨入出金部１２のみが処理を行う場
合、つまり紙幣の処理がなく硬貨の処理のみを行う場合を例にとり説明する。
【００８２】
　制御部２３０は、窓口操作機２Ａ，２Ｂの本体７Ａ，７Ｂに通信可能に接続されており
、窓口操作機２Ａ，２Ｂからの指令信号を個別に受信したり、窓口操作機２Ａ，２Ｂに指
令信号を個別に出力したりする。
【００８３】
　制御部２３０は、入出金機本体１０を、窓口操作機２Ａの操作部５Ａおよび入出金機本
体１０の操作部１４Ａからの指令信号を受け付け且つ窓口操作機２Ｂの操作部５Ｂおよび
入出金機本体１０の操作部１４Ｂからの指令信号を受け付けない第１の占有状態に設定し
たり、窓口操作機２Ｂの操作部５Ｂおよび入出金機本体１０の操作部１４Ｂからの指令信
号を受け付け且つ窓口操作機２Ａの操作部５Ａおよび入出金機本体１０の操作部１４Ａか
らの指令信号を受け付けない第２の占有状態に設定したり、窓口操作機２Ａの操作部５Ａ
および入出金機本体１０の操作部１４Ａからの指令信号と窓口操作機２Ｂの操作部５Ｂお
よび入出金機本体１０の操作部１４Ｂからの指令信号とを選択的に受け付け可能な非占有
状態に設定したりする。第１の占有状態は、言い換えれば、入出金機本体１０が操作員Ａ
に占有される状態であり、第２の占有状態は、入出金機本体１０が操作員Ｂに占有される
状態であって、非占有状態は、入出金機本体１０が操作員Ａ，Ｂのいずれにも占有されな
い状態である。
【００８４】
　入出金機本体１０において、硬貨入出金部１２は、後述する入金処理（入金計数処理、
入金収納処理および返却処理）、出金処理、整理処理（整理計数処理および返却処理）、
入金口補充処理、金庫回収処理および精査処理の各硬貨処理を行うことになる。これらの
硬貨処理が行われていない待機状態にあるとき、制御部２３０は、硬貨入金口１７のシャ
ッタ１７ａを閉じている。この待機状態で、受皿挿入口１８の所定のセット位置に、受皿
１１Ａ，１１Ｂがいずれも配置されていなければ、制御部２３０は、入出金機本体１０を
非占有状態に設定している。
【００８５】
　このように入出金機本体１０が非占有状態にあるとき、受皿挿入口１８の所定のセット
位置に受皿１１Ａ，１１Ｂのいずれか一方がセットされると、この受皿で受皿配置検出セ
ンサ２１７の検知片２１９が押圧され、受皿配置検出センサ２１７がオンされることにな
り、これにより制御部２３０が受皿の所定のセット位置への配置を検出する。すると、制
御部２３０は、タグリーダ２２０を駆動することになり、タグリーダ２２０が受皿１１Ａ
のＩＣタグ１１Ａｂを検出すると、制御部２３０は、非占有状態を解除して、入出金機本
体１０を、操作員Ａが占有する第１の占有状態に設定する。他方、タグリーダ２２０が受
皿１１ＢのＩＣタグ１１Ｂｂを検出すると、制御部２３０は、非占有状態を解除して、入
出金機本体１０を、操作員Ｂが占有する第２の占有状態に設定する。なお、制御部２３０
は、受皿配置検出センサ２１７が受皿のセット位置への配置を検出しなければ、タグリー
ダ２２０を駆動することはなく、タグリーダ２２０がＩＣタグ１１Ａｂ，１１Ｂｂを検出
することもない。
【００８６】
　制御部２３０は、入出金機本体１０を第１の占有状態および第２の占有状態のいずれか
一方に設定した状態であって各硬貨処理が行われていない待機状態において、タグリーダ
２２０がＩＣタグ１１Ａｂ，１１Ｂｂを検出しない状態になると、設定していた占有状態
を解除して入出金機本体１０を非占有状態に設定する。つまり、待機状態において、受皿
挿入口１８の所定のセット位置から、それまで挿入されていた受皿１１Ａ，１１Ｂが抜き
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取り方向にずらされることにより、タグリーダ２２０がＩＣタグ１１Ａｂ，１１Ｂｂを検
出しない状態になると、設定していた占有状態を解除して入出金機本体１０を非占有状態
とする。言い換えれば、受皿１１Ａ，１１Ｂの所定のセット位置への配置が解除されたこ
とを検出すると、制御部２３０は、設定していた占有状態を解除して入出金機本体１０を
非占有状態に設定する。なお、タグリーダ２２０がＩＣタグ１１Ａｂ，１１Ｂｂを検出し
ない状態になることにかえて、受皿配置検出センサ２１７がオフ状態になったことを検出
しても良い。
【００８７】
　制御部２３０は、後述する入金処理、出金処理、整理処理、入金口補充処理、金庫回収
処理および精査処理の各硬貨処理のうち、出金機構２０５および返却機構２０６のいずれ
かにより硬貨を放出口７５から放出する三つの、入金処理、出金処理および整理処理を放
出有処理とし、出金機構２０５および返却機構２０６のいずれからも硬貨を放出口７５か
ら放出することがない三つの、入金口補充処理、金庫回収処理および精査処理を、放出無
処理として区別して制御を行う。
【００８８】
　窓口操作機２Ａ，２Ｂは、入出金機本体１０を自身により占有し且つ各硬貨処理を行わ
せている状態、以外の状態にあれば、各硬貨処理を行うにあたっての硬貨処理の選択入力
およびデータ入力等の事前処理がそれぞれ個別に入力可能となっている。そして、事前処
理が完了した状態で硬貨処理実行の操作が、窓口操作機２Ａの操作部５Ａ、入出金機本体
１０の操作部１４Ａ、窓口操作機２Ｂの操作部５Ｂおよび入出金機本体１０の操作部１４
Ｂのいずれかに対して行われる。
【００８９】
（操作員Ａによる操作の一例）
　例えば、入出金機本体１０が、各硬貨処理が行われていない待機状態にあるとき、操作
員Ａによって窓口操作機２Ａの操作部５Ａおよび入出金機本体１０の操作部１４Ａのいず
れかに硬貨処理実行の操作入力がなされて硬貨処理実行の指令信号が出力されると、制御
部２３０は、選択された硬貨処理が放出有処理であるか放出無処理であるかを確認し、放
出有処理である場合に限り、入出金機本体１０の占有状態が、第１の占有状態、第２の占
有状態および非占有状態のいずれに設定されているかを確認する。
【００９０】
　それ以前にタグリーダ２２０が受皿１１ＡのＩＣタグ１１Ａｂを検出しており、第１の
占有状態に入出金機本体１０が設定されている場合、制御部２３０は、設定されている占
有状態が適正であると判断して、窓口操作機２Ａの表示部６Ａ、窓口操作機２Ｂの表示部
６Ｂおよび入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ａ，１５Ｂに、入出金機本体１０が第１
の占有状態つまり操作員Ａによる占有状態にあることを表示しつつ、窓口操作機２Ａの操
作部５Ａあるいは入出金機本体１０の操作部１４Ａからの硬貨処理実行の指令信号を受け
付け、これにしたがって、選択された硬貨処理を開始させる。このとき、制御部２３０は
、窓口操作機２Ｂの操作部５Ｂおよび入出金機本体１０の操作部１４Ｂからの指令信号を
受け付けることはなく、この指令信号に基づいて各硬貨処理を行うことはない。なお、第
１の占有状態にあることの表示は、例えば、窓口操作機２Ａの表示部６Ａに「入出金機を
占有しています。」の文字情報を、窓口操作機２Ｂの表示部６Ｂに「入出金機を占有でき
ません。」の文字情報を表示させ、表示ランプ部１５Ａの占有状態を示すランプを点灯さ
せ、表示ランプ部１５Ｂの占有状態を示すランプを消灯させる等である。
【００９１】
　他方、それ以前にタグリーダ２２０が受皿１１ＢのＩＣタグ１１Ｂｂを検出しており、
第２の占有状態に入出金機本体１０が設定されている場合、制御部２３０は、指令信号の
出力元とセットされている受皿との対応が適正でないと判断して、窓口操作機２Ａの操作
部５Ａおよび入出金機本体１０の操作部１４Ａからの硬貨処理実行の指令信号を受け付け
ることなく、硬貨処理を開始させることはない。但し、このとき、入出金機本体１０が各
硬貨処理を行っていない待機状態にあることを条件に、制御部２３０は、音声発生部２４
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にエラー音声を発生させてエラーである旨の報知を行うとともに、窓口操作機２Ａの表示
部６Ａおよび入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ａに、受皿１１Ｂではなく受皿１１Ａ
をセット位置に配置するように受皿の交換を促すエラー表示を表示させてエラーである旨
の報知を行う。このときの受皿の交換を促すエラー表示は、例えば、窓口操作機２Ａの表
示部６Ａに「左テラー用の受皿（ピンク）をセットして下さい。」の文字情報を表示させ
、表示ランプ部１５Ａに受皿のセット異常を示すランプを点滅させる等である。
【００９２】
　このエラー表示を見て、操作員Ａが受皿挿入口１８から受皿１１Ｂを抜き取ると、タグ
リーダ２２０がＩＣタグ１１Ａｂ，１１Ｂｂを検出しない状態となるため、制御部２３０
は、入出金機本体１０を一旦非占有状態に設定することになる。その後、操作員Ａが、自
分用の受皿１１Ａを挿入すると、タグリーダ２２０が受皿１１ＡのＩＣタグ１１Ａｂを検
出することになり、制御部２３０は、入出金機本体１０を第１の占有状態に設定すること
になる。この状態で、再び、窓口操作機２Ａの操作部５Ａおよび入出金機本体１０の操作
部１４Ａのいずれかに硬貨処理実行の操作入力がなされると、制御部２３０は、設定され
ている占有状態が適正であると判断して、窓口操作機２Ａの表示部６Ａ、窓口操作機２Ｂ
の表示部６Ｂおよび入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ａ，１５Ｂに、入出金機本体１
０が第１の占有状態つまり操作員Ａによる占有状態にあることを表示しつつ、窓口操作機
２Ａの操作部５Ａあるいは入出金機本体１０の操作部１４Ａからの硬貨処理実行の指令信
号を受け付け、これにしたがって、選択された硬貨処理を開始させる。
【００９３】
　なお、上記のように選択された硬貨処理が放出有処理であるか放出無処理であるかを確
認した際に、選択された硬貨処理が放出無処理である場合、制御部２３０は、入出金機本
体１０の占有状態を、窓口操作機２Ａの操作部５Ａおよび入出金機本体１０の操作部１４
Ａのいずれかからの硬貨処理実行の指令信号に基づいて、強制的に第１の占有状態に設定
して、窓口操作機２Ａの表示部６Ａ、窓口操作機２Ｂの表示部６Ｂおよび入出金機本体１
０の表示ランプ部１５Ａ，１５Ｂに、入出金機本体１０が第１の占有状態つまり操作員Ａ
による占有状態にあることを表示しつつ、窓口操作機２Ａの操作部５Ａあるいは入出金機
本体１０の操作部１４Ａからの硬貨処理実行の指令信号を受け付け、これにしたがって、
選択された硬貨処理を開始させる。
【００９４】
（操作員Ｂによる操作の一例）
　例えば、入出金機本体１０が、各硬貨処理が行われていない待機状態にあるとき、操作
員Ｂによって窓口操作機２Ｂの操作部５Ｂおよび入出金機本体１０の操作部１４Ｂのいず
れかに硬貨処理実行の操作入力がなされて硬貨処理実行の指令信号が出力されると、制御
部２３０は、選択された硬貨処理が放出有処理であるか放出無処理であるかを確認し、放
出有処理である場合に限り、入出金機本体１０の占有状態が、第１の占有状態、第２の占
有状態および非占有状態のいずれに設定されているかを確認する。
【００９５】
　それ以前にタグリーダ２２０が受皿１１ＢのＩＣタグ１１Ｂｂを検出しており、第２の
占有状態に入出金機本体１０が設定されている場合、制御部２３０は、設定されている占
有状態が適正であると判断して、窓口操作機２Ａの表示部６Ａ、窓口操作機２Ｂの表示部
６Ｂおよび入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ａ，１５Ｂに、入出金機本体１０が第２
の占有状態つまり操作員Ｂによる占有状態にあることを表示しつつ、窓口操作機２Ｂの操
作部５Ｂあるいは入出金機本体１０の操作部１４Ｂからの硬貨処理実行の指令信号を受け
付け、これにしたがって、選択された硬貨処理を開始させる。このとき、制御部２３０は
、窓口操作機２Ａの操作部５Ａおよび入出金機本体１０の操作部１４Ａからの指令信号を
受け付けることはなく、この指令信号に基づいて各硬貨処理を行うことはない。なお、第
２の占有状態にあることの表示は、例えば、窓口操作機２Ｂの表示部６Ｂに「入出金機を
占有しています。」の文字情報を、窓口操作機２Ａの表示部６Ａに「入出金機を占有でき
ません。」の文字情報を表示させ、表示ランプ部１５Ｂの占有状態を示すランプを点灯さ
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せ、表示ランプ部１５Ａの占有状態を示すランプを消灯させる等である。
【００９６】
　他方、それ以前にタグリーダ２２０が受皿１１ＡのＩＣタグ１１Ａｂを検出しており、
第１の占有状態に入出金機本体１０が設定されている場合、制御部２３０は、指令信号の
出力元とセットされている受皿との対応が適正でないと判断して、窓口操作機２Ｂの操作
部５Ｂおよび入出金機本体１０の操作部１４Ｂからの硬貨処理実行の指令信号を受け付け
ることはなく、硬貨処理を開始させることはない。但し、このとき、入出金機本体１０が
各硬貨処理を行っていない待機状態にあることを条件に、制御部２３０は、音声発生部２
４にエラー音声を発生させてエラーである旨の報知を行うとともに、窓口操作機２Ｂの表
示部６Ｂおよび入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ｂに、受皿１１Ａではなく受皿１１
Ｂをセット位置に配置するように受皿の交換を促すエラー表示を表示させてエラーである
旨の報知を行う。このときの受皿の交換を促すエラー表示は、例えば、窓口操作機２Ｂの
表示部６Ｂに「右テラー用の受皿（ブルー）をセットして下さい。」の文字情報を表示さ
せ、表示ランプ部１５Ｂに受皿のセット異常を示すランプを点滅させる等である。
【００９７】
　このエラー表示を見て、操作員Ｂが受皿挿入口１８から受皿１１Ａを抜き取ると、タグ
リーダ２２０がＩＣタグ１１Ａｂ，１１Ｂｂを検出しない状態となるため、制御部２３０
は、入出金機本体１０を一旦非占有状態に設定することになる。その後、操作員Ｂが、自
分用の受皿１１Ｂを挿入すると、タグリーダ２２０が受皿１１ＢのＩＣタグ１１Ｂｂを検
出することになり、制御部２３０は、入出金機本体１０を第２の占有状態に設定すること
になる。この状態で、再び、窓口操作機２Ｂの操作部５Ｂおよび入出金機本体１０の操作
部１４Ｂのいずれかに硬貨処理実行の操作入力がなされると、制御部２３０は、設定され
ている占有状態が適正であると判断して、窓口操作機２Ａの表示部６Ａ、窓口操作機２Ｂ
の表示部６Ｂおよび入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ａ，１５Ｂに、入出金機本体１
０が第２の占有状態つまり操作員Ｂによる占有状態にあることを表示しつつ、窓口操作機
２Ｂの操作部５Ｂあるいは入出金機本体１０の操作部１４Ｂからの硬貨処理実行の指令信
号を受け付け、これにしたがって、選択された硬貨処理を開始させる。
【００９８】
　なお、上記のように選択された硬貨処理が放出有処理であるか放出無処理であるかを確
認した際に、選択された硬貨処理が放出無処理である場合、制御部２３０は、入出金機本
体１０の占有状態を、窓口操作機２Ｂの操作部５Ｂおよび入出金機本体１０の操作部１４
Ｂのいずれかからの硬貨処理実行の指令信号に基づいて、強制的に第２の占有状態に設定
して、窓口操作機２Ａの表示部６Ａ、窓口操作機２Ｂの表示部６Ｂおよび入出金機本体１
０の表示ランプ部１５Ａ，１５Ｂに、入出金機本体１０が操作員Ｂによる占有状態にある
ことを表示しつつ、窓口操作機２Ｂの操作部５Ｂあるいは入出金機本体１０の操作部１４
Ｂからの硬貨処理実行の指令信号を受け付け、これにしたがって、選択された硬貨処理を
開始させる。
【００９９】
　以上により、第１の占有状態に設定されていて待機状態にある場合に入出金機本体１０
は、窓口操作機２Ａの操作部５Ａおよび入出金機本体１０の操作部１４Ａからの指令信号
を受け付け且つ窓口操作機２Ｂの操作部５Ｂおよび入出金機本体１０の操作部１４Ｂから
の指令信号を受け付けない状態となる。また、入出金機本体１０を第１の占有状態に設定
した待機状態で窓口操作機２Ａの操作部５Ａおよび入出金機本体１０の操作部１４Ａから
の硬貨処理実行の指令信号を受けた場合に、制御部２３０が指令信号に基づいて硬貨処理
を実行する。さらに、入出金機本体１０を第２の占有状態に設定した待機状態で窓口操作
機２Ａの操作部５Ａおよび入出金機本体１０の操作部１４Ａからの硬貨処理実行の指令信
号を受けた場合に、制御部２３０が音声発生部２４等にエラーを報知させる。
【０１００】
　また、第２の占有状態に設定されていて待機状態にある場合に入出金機本体１０は、窓
口操作機２Ｂの操作部５Ｂおよび入出金機本体１０の操作部１４Ｂからの指令信号を受け
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付け且つ窓口操作機２Ａの操作部５Ａおよび入出金機本体１０の操作部１４Ａからの指令
信号を受け付けない状態となる。また、入出金機本体１０を第２の占有状態に設定した待
機状態で窓口操作機２Ｂの操作部５Ｂおよび入出金機本体１０の操作部１４Ｂからの硬貨
処理実行の指令信号を受けた場合に、制御部２３０が指令信号に基づいて硬貨処理を実行
する。さらに、入出金機本体１０を第１の占有状態に設定した待機状態で窓口操作機２Ｂ
の操作部５Ｂおよび入出金機本体１０の操作部１４Ｂからの硬貨処理実行の指令信号を受
けた場合に、制御部２３０が音声発生部２４等にエラーを報知させる。
【０１０１】
（操作員Ａによる操作の他の例）
　例えば、操作員Ａによって窓口操作機２Ａの操作部５Ａおよび入出金機本体１０の操作
部１４Ａのいずれかに、硬貨処理実行の操作入力がなされて硬貨処理実行の指令信号が出
力されたとき、入出金機本体１０の占有状態が、非占有状態に設定されていると、制御部
２３０は、入出金機本体１０を第１の占有状態に設定する。それとともに、選択された硬
貨処理が放出有処理であるか放出無処理であるかを確認し、放出有処理である場合に限り
、窓口操作機２Ａの表示部６Ａおよび入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ａに受皿１１
Ａのセット位置への配置を促す表示を表示させる。このときの受皿１１Ａのセットを促す
エラー表示は、例えば、窓口操作機２Ａの表示部６Ａに「左テラー用の受皿（ピンク）を
セットして下さい。」の文字情報を表示させ、表示ランプ部１５Ａに受皿のセット異常を
示すランプを点滅させる等である。
【０１０２】
　そして、受皿挿入口１８の所定のセット位置に受皿がセットされ、この受皿で受皿配置
検出センサ２１７がオンされると、制御部２３０は、タグリーダ２２０を駆動することに
なる。タグリーダ２２０が受皿１１ＡのＩＣタグ１１Ａｂを検出すると、設定されている
第１の占有状態と受皿１１Ａとの対応が適正であるため、窓口操作機２Ａの表示部６Ａ、
窓口操作機２Ｂの表示部６Ｂおよび入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ａ，１５Ｂに、
入出金機本体１０が第１の占有状態つまり操作員Ａによる占有状態にあることを表示しつ
つ、窓口操作機２Ａの操作部５Ａあるいは入出金機本体１０の操作部１４Ａからの硬貨処
理実行の指令信号を受け付け、これにしたがって、選択された硬貨処理を開始させる。
【０１０３】
　他方、タグリーダ２２０が受皿１１ＢのＩＣタグ１１Ｂｂを検出すると、制御部２３０
は、設定されている第１の占有状態と受皿１１Ｂとの対応が適正でないため、窓口操作機
２Ａの操作部５Ａおよび入出金機本体１０の操作部１４Ａからの硬貨処理実行の指令信号
を受け付けることはなく、硬貨処理を開始させることはない。但し、このとき、入出金機
本体１０が硬貨処理を行っていない待機状態にあることを条件に、制御部２３０は、音声
発生部２４にエラー音声を発生させてエラーである旨の報知を行うとともに、窓口操作機
２Ａの表示部６Ａおよび入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ａに、受皿１１Ｂではなく
受皿１１Ａをセット位置に配置するように受皿の交換を促すエラー表示を表示させてエラ
ーである旨の報知を行う。
【０１０４】
　このエラー表示を見て、操作員Ａが受皿挿入口１８から受皿１１Ｂを抜き取ると、タグ
リーダ２２０がＩＣタグ１１Ａｂ，１１Ｂｂを検出しない状態となるが、この場合、制御
部２３０は、入出金機本体１０を非占有状態にすることなく第１の占有状態に設定し続け
ることになる。その後、操作員Ａが、自分用の受皿１１Ａを挿入すると、タグリーダ２２
０が受皿１１ＡのＩＣタグ１１Ａｂを検出することになり、制御部２３０は、設定されて
いる第１の占有状態と受皿１１Ａとの対応が適正となるため、窓口操作機２Ａの表示部６
Ａ、窓口操作機２Ｂの表示部６Ｂおよび入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ａ，１５Ｂ
に、入出金機本体１０が第１の占有状態つまり操作員Ａによる占有状態にあることを表示
しつつ、窓口操作機２Ａの操作部５Ａあるいは入出金機本体１０の操作部１４Ａからの硬
貨処理実行の指令信号を受け付け、これにしたがって、選択された硬貨処理を開始させる
。
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【０１０５】
　つまり、制御部２３０は、窓口操作機２Ａの操作部５Ａおよび入出金機本体１０の操作
部１４Ａのいずれかから出力された硬貨処理実行の指令信号を受けて入出金機本体１０を
第１の占有状態に設定すると、タグリーダ２２０が受皿１１ＡのＩＣタグ１１Ａｂを検出
していることを条件に、窓口操作機２Ａの操作部５Ａあるいは入出金機本体１０の操作部
１４Ａからの硬貨処理実行の指令信号に基づいて、選択された硬貨処理を開始させる。ま
た、制御部２３０は、入出金機本体１０を第１の占有状態に設定し且つタグリーダ２２０
が受皿１１ＡのＩＣタグ１１Ａｂを検出していない場合に、窓口操作機２Ａの表示部６Ａ
および入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ａに報知を行わせる。
【０１０６】
　なお、上記のように選択された硬貨処理が放出有処理であるか放出無処理であるかを確
認した際に、選択された硬貨処理が放出無処理である場合、制御部２３０は、受皿１１Ａ
のセット位置への配置を促す表示を表示させることなく、窓口操作機２Ａの表示部６Ａ、
窓口操作機２Ｂの表示部６Ｂおよび入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ａ，１５Ｂに、
入出金機本体１０が第１の占有状態つまり操作員Ａによる占有状態にあることを表示しつ
つ、窓口操作機２Ａの操作部５Ａあるいは入出金機本体１０の操作部１４Ａからの硬貨処
理実行の指令信号を受け付け、これにしたがって、選択された硬貨処理を開始させる。
【０１０７】
（操作員Ｂによる操作の他の例）
　例えば、操作員Ｂによって窓口操作機２Ｂの操作部５Ｂおよび入出金機本体１０の操作
部１４Ｂのいずれかに、硬貨処理実行の操作入力がなされて硬貨処理実行の指令信号が出
力されたとき、入出金機本体１０の占有状態が、非占有状態に設定されていると、制御部
２３０は、入出金機本体１０を第２の占有状態に設定する。それとともに、選択された硬
貨処理が放出有処理であるか放出無処理であるかを確認し、放出有処理である場合に限り
、窓口操作機２Ｂの表示部６Ｂおよび入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ｂに受皿１１
Ｂのセット位置への配置を促す表示を表示させる。このときの受皿１１Ｂのセットを促す
エラー表示は、例えば、窓口操作機２Ｂの表示部６Ｂに「右テラー用の受皿（ブルー）を
セットして下さい。」の文字情報を表示させ、表示ランプ部１５Ｂに受皿のセット異常を
示すランプを点滅させる等である。
【０１０８】
　そして、受皿挿入口１８の所定のセット位置に受皿がセットされ、この受皿で受皿配置
検出センサ２１７がオンされると、制御部２３０は、タグリーダ２２０を駆動することに
なる。タグリーダ２２０が受皿１１ＢのＩＣタグ１１Ｂｂを検出すると、設定されている
第２の占有状態と受皿１１Ｂとの対応が適正であるため、窓口操作機２Ａの表示部６Ａ、
窓口操作機２Ｂの表示部６Ｂおよび入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ａ，１５Ｂに、
入出金機本体１０が第２の占有状態つまり操作員Ｂによる占有状態にあることを表示しつ
つ、窓口操作機２Ｂの操作部５Ｂあるいは入出金機本体１０の操作部１４Ｂからの硬貨処
理実行の指令信号を受け付け、これにしたがって、選択された硬貨処理を開始させる。
【０１０９】
　他方、タグリーダ２２０が受皿１１ＡのＩＣタグ１１Ａｂを検出すると、制御部２３０
は、設定されている第２の占有状態と受皿１１Ａとの対応が適正でないため、窓口操作機
２Ｂの操作部５Ｂおよび入出金機本体１０の操作部１４Ｂからの硬貨処理実行の指令信号
を受け付けることはなく、硬貨処理を開始させることはない。但し、このとき、入出金機
本体１０が硬貨処理を行っていない待機状態にあることを条件に、制御部２３０は、音声
発生部２４にエラー音声を発生させてエラーである旨の報知を行うとともに、窓口操作機
２Ｂの表示部６Ｂおよび入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ｂに、受皿１１Ａではなく
受皿１１Ｂをセット位置に配置するように受皿の交換を促すエラー表示を表示させてエラ
ーである旨の報知を行う。
【０１１０】
　このエラー表示を見て、操作員Ｂが受皿挿入口１８から受皿１１Ａを抜き取ると、タグ
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リーダ２２０がＩＣタグ１１Ａｂ，１１Ｂｂを検出しない状態となるが、この場合、制御
部２３０は、入出金機本体１０を非占有状態にすることなく第２の占有状態に設定し続け
ることになる。その後、操作員Ｂが、自分用の受皿１１Ｂを挿入すると、タグリーダ２２
０が受皿１１ＢのＩＣタグ１１Ｂｂを検出することになり、制御部２３０は、設定されて
いる第２の占有状態と受皿１１Ｂとの対応が適正となるため、窓口操作機２Ａの表示部６
Ａ、窓口操作機２Ｂの表示部６Ｂおよび入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ａ，１５Ｂ
に、入出金機本体１０が第２の占有状態つまり操作員Ｂによる占有状態にあることを表示
しつつ、窓口操作機２Ｂの操作部５Ｂあるいは入出金機本体１０の操作部１４Ｂからの硬
貨処理実行の指令信号を受け付け、これにしたがって、選択された硬貨処理を開始させる
。
【０１１１】
　つまり、制御部２３０は、窓口操作機２Ｂの操作部５Ｂおよび入出金機本体１０の操作
部１４Ｂのいずれかから出力された硬貨処理実行の指令信号を受けて入出金機本体１０を
第２の占有状態に設定すると、タグリーダ２２０が受皿１１ＢのＩＣタグ１１Ｂｂを検出
していることを条件に、窓口操作機２Ｂの操作部５Ｂあるいは入出金機本体１０の操作部
１４Ｂからの硬貨処理実行の指令信号に基づいて、選択された硬貨処理を開始させる。ま
た、制御部２３０は、入出金機本体１０を第２の占有状態に設定し且つタグリーダ２２０
が受皿１１ＢのＩＣタグ１１Ｂｂを検出していない場合に、窓口操作機２Ｂの表示部６Ｂ
および入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ｂに報知を行わせる。
【０１１２】
　なお、上記のように選択された硬貨処理が放出有処理であるか放出無処理であるかを確
認した際に、選択された硬貨処理が放出無処理である場合、制御部２３０は、受皿１１Ｂ
のセット位置への配置を促す表示を表示させることなく、窓口操作機２Ａの表示部６Ａ、
窓口操作機２Ｂの表示部６Ｂおよび入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ａ，１５Ｂに、
入出金機本体１０が第２の占有状態つまり操作員Ｂによる占有状態にあることを表示しつ
つ、窓口操作機２Ｂの操作部５Ｂあるいは入出金機本体１０の操作部１４Ｂからの硬貨処
理実行の指令信号を受け付け、これにしたがって、選択された硬貨処理を開始させる。
【０１１３】
「入金処理の入金計数処理（確定前）」
　制御部２３０は、受け付けた入金処理実行の指令信号にしたがって、入金処理の入金計
数処理を開始させると、硬貨入金口１７のシャッタ１７ａを開き、硬貨投入部３０の回転
円盤３４、搬送ベルト３８を駆動する。すると、操作者が硬貨入金口１７に硬貨を投入す
ることになり、投入された硬貨が、回転円盤３４から隙間規制部材３７で一枚ずつに分離
されて搬送ベルト３８で搬送されることになる。制御部２３０は、その途中の硬貨識別部
３２の識別結果に基づいてリジェクト・一時貯留振分ゲート４０で硬貨を振り分ける（図
１１に太線で示す入金処理の入金計数処理ルート参照）。
【０１１４】
　すなわち、硬貨識別部３２で識別不能硬貨を含む偽硬貨と識別された硬貨、つまり正常
と識別されなかったリジェクト硬貨を、リジェクトボックス４１へ落下させる。他方、硬
貨識別部３２で真硬貨と識別された硬貨、つまり正常と識別された硬貨を、一時貯留部４
２に落下させる。このとき、一時貯留部４２においてはゲートストッパ５１を閉状態とす
るとともに搬送ベルト４４を駆動状態とし、さらに、ベルト叩き機構５４のベルト叩きプ
ッシャ５５を往復動させる。これにより、一時貯留部４２より下流側への硬貨の移動をゲ
ートストッパ５１で規制しつつ搬送ベルト４４の駆動で入金ガイド壁部４５側に硬貨が集
中してしまうことを防止し、さらに、ベルト叩き機構５４で硬貨が隙間規制ローラ４７側
に集中してしまうことを防止する。すなわち、硬貨を一時貯留部４２で平均的に貯留させ
るのである。
【０１１５】
　回転円盤３４から全ての硬貨が一旦繰り出され、リジェクトボックス４１および一時貯
留部４２のいずれかに送り込まれると、制御部２３０は、リジェクトボックス４１に残存
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硬貨がないことを図示略のセンサにより検出していることを条件に、入金処理の入金計数
処理が終了したと判定する。
【０１１６】
　そして、制御部２３０は、第１の占有状態にある場合は、硬貨識別部３２の識別結果を
窓口操作機２Ａの表示部６Ａに表示させると共に、操作員Ａによる窓口操作機２Ａの操作
部５Ａまたは入出金機本体１０の操作部１４Ａへの、次の硬貨処理の開始操作である入金
確定操作を受け付ける状態となって待機する。そして、操作員Ａが、後述の「入金処理の
入金収納処理」の開始操作である入金確定操作を窓口操作機２Ａの操作部５Ａまたは入出
金機本体１０の操作部１４Ａへ入力すると、これにしたがって、制御部２３０は、後述の
「入金処理の入金収納処理」を行うことになる。他方、操作員Ａが、後述の「返却処理」
の開始操作である入金キャンセル操作を窓口操作機２Ａの操作部５Ａまたは入出金機本体
１０の操作部１４Ａに入力して返却処理実行の指令信号を出力させると、制御部２３０は
、現在の占有状態が第１の占有状態にあることからタグリーダ２２０が受皿１１ＡのＩＣ
タグ１１Ａｂを検出する状態にあることを条件に、指令信号にしたがって、入金処理の一
部として後述の「返却処理」を行うことになる。
【０１１７】
　他方、制御部２３０は、第２の占有状態にある場合は、硬貨識別部３２の識別結果を窓
口操作機２Ｂの表示部６Ｂに表示させると共に、操作員Ｂによる窓口操作機２Ｂの操作部
５Ｂまたは入出金機本体１０の操作部１４Ｂへの、次の硬貨処理の開始操作である入金確
定操作を受け付ける状態となって待機する。そして、操作員Ｂが、後述の「入金処理の入
金収納処理」の開始操作である入金確定操作を窓口操作機２Ｂの操作部５Ｂまたは入出金
機本体１０の操作部１４Ｂへ入力すると、これにしたがって、制御部２３０は、後述の「
入金処理の入金収納処理」を行うことになる。他方、操作員Ｂが、後述の「返却処理」の
開始操作である入金キャンセル操作を窓口操作機２Ｂの操作部５Ｂまたは入出金機本体１
０の操作部１４Ｂに入力して返却処理実行の指令信号を出力させると、制御部２３０は、
現在の占有状態が第２の占有状態にあることからタグリーダ２２０が受皿１１ＢのＩＣタ
グ１１Ｂｂを検出する状態にあることを条件に、指令信号にしたがって、入金処理の一部
として後述の「返却処理」を行うことになる。
【０１１８】
　なお、以上の入金処理の入金計数処理中、言い換えれば入金処理の返却処理前に、受皿
１１Ａ，１１Ｂが受皿挿入口１８から抜き出されると、タグリーダ２２０が受皿１１Ａの
ＩＣタグ１１Ａｂおよび受皿１１ＢのＩＣタグ１１Ｂｂのいずれも検出しない状態になる
。すると、制御部２３０は、現在の占有状態を解除不能な状態とすることで解除すること
なく、現在の占有状態が第１の占有状態にあるときには、音声発生部２４にエラー音声を
発生させてエラーである旨の報知を行うとともに、窓口操作機２Ａの表示部６Ａおよび入
出金機本体１０の表示ランプ部１５Ａに、受皿１１Ａをセット位置に配置するように促す
エラー表示を表示させてエラーである旨の報知を行う。他方、現在の占有状態が第２の占
有状態にあるときには、制御部２３０は、音声発生部２４にエラー音声を発生させてエラ
ーである旨の報知を行うとともに、窓口操作機２Ｂの表示部６Ｂおよび入出金機本体１０
の表示ランプ部１５Ｂに、受皿１１Ｂをセット位置に配置するように促すエラー表示を表
示させてエラーである旨の報知を行う。
【０１１９】
　また、以上の入金処理の入金計数処理中、言い換えれば入金処理の返却処理前に、受皿
１１Ａ，１１Ｂが受皿挿入口１８から抜き出された後、セット位置に配置された受皿が現
在の占有状態と対応しないこともある。よって、制御部２３０は、現在の占有状態が第１
の占有状態にあるときに、タグリーダ２２０が受皿１１ＢのＩＣタグ１１Ｂｂを検出する
状態になると、現在の占有状態を解除不能に維持しながら、音声発生部２４にエラー音声
を発生させてエラーである旨の報知を行うとともに、窓口操作機２Ａの表示部６Ａおよび
入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ａに、受皿１１Ｂから受皿１１Ａへ交換してセット
位置に配置するように促すエラー表示を表示させてエラーである旨の報知を行う。他方、
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現在の占有状態が第２の占有状態にあるときに、タグリーダ２２０が受皿１１ＡのＩＣタ
グ１１Ａｂを検出する状態になると、制御部２３０は、現在の占有状態を解除不能に維持
しながら、音声発生部２４にエラー音声を発生させてエラーである旨の報知を行うととも
に、窓口操作機２Ｂの表示部６Ｂおよび入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ｂに、受皿
１１Ａから受皿１１Ｂへ交換してセット位置に配置するように促すエラー表示を表示させ
てエラーである旨の報知を行う。
【０１２０】
　なお、入金処理の入金計数処理中に、現在の占有状態が第１の占有状態にあってタグリ
ーダ２２０が受皿１１ＡのＩＣタグ１１Ａｂを検出しない状態になると、タグリーダ２２
０が受皿１１ＡのＩＣタグ１１Ａｂを検出する状態になるまで、後述の「返却処理」の実
行前の状態で待機することになり、現在の占有状態が第２の占有状態にあってタグリーダ
２２０が受皿１１ＢのＩＣタグ１１Ｂｂを検出しない状態になるとタグリーダ２２０が受
皿１１ＢのＩＣタグ１１Ｂｂを検出する状態になるまで、後述の「返却処理」の実行前の
状態で待機することになる。
【０１２１】
「出金処理」
　制御部２３０は、出金処理実行の指令信号を、入出金機本体１０が第１の占有状態にあ
る場合にはタグリーダ２２０が受皿１１ＡのＩＣタグ１１Ａｂを検出している場合に受け
付け、入出金機本体１０が第２の占有状態にある場合にはタグリーダ２２０が受皿１１Ｂ
のＩＣタグ１１Ｂｂを検出している場合に受け付けることになり、受け付けた出金処理実
行の指令信号にしたがって、出金処理を開始させる。すると、制御部２３０は、まず、受
皿ロック機構２１６で受皿挿入口１８のセット位置に配置されている受皿を抜き取り不可
にロックする。具体的に、第１の占有状態では受皿１１Ａを、第２の占有状態では受皿１
１Ｂを抜き取り不可にロックする。つまり、制御部２３０は、入出金機本体１０を第１の
占有状態に設定し且つタグリーダ２２０が受皿１１ＡのＩＣタグ１１Ａｂを検出している
場合と、入出金機本体１０を第２の占有状態に設定し且つタグリーダ２２０が受皿１１Ｂ
のＩＣタグ１１Ｂｂを検出している場合とに、受皿ロック機構２１６で、受皿１１Ａ，１
１Ｂのセット位置にあるものをロックさせる。
【０１２２】
　そして、制御部２３０は、上記のように受皿１１Ａ，１１Ｂのうち受皿挿入口１８に配
置されている受皿を受皿ロック機構２１６によりロックした状態で、出金機構２０５の一
部構成としての出金側ゲート１０４を繰出口８９から繰り出される硬貨をシュートガイド
１０３に案内する状態とし、搬送ベルト８１および搬送ベルト８８を駆動するとともに、
各ゲートストッパ９１をそれぞれ個別に開閉制御することで、出金機構２０５の金種別の
収納繰出部７６Ａ～７６Ｆがそれぞれ、第１の占有状態では窓口操作機２Ａの操作部５Ａ
からの出金処理実行の指令信号に基づいて、第２の占有状態では窓口操作機２Ｂの操作部
５Ｂからの出金処理実行の指令信号に基づいて、指令信号に含まれるデータから必要な枚
数の硬貨を硬貨検出センサ９５，９８で計数しつつ繰出口８９から繰り出し、シュートガ
イド１０３の放出口７５から、受皿１１Ａ，１１Ｂのうち受皿挿入口１８に挿入されてい
る受皿に放出させる（図１２に太線で示す出金処理ルート参照）。つまり、入出金機本体
１０を第１の占有状態に設定すると、タグリーダ２２０が受皿１１ＡのＩＣタグ１１Ａｂ
を検出していることを条件に、窓口操作機２Ａの操作部５Ａからの出金処理実行の指令信
号に基づいて出金機構２０５から硬貨を放出させる一方、入出金機本体１０を第２の占有
状態に設定すると、タグリーダ２２０が受皿１１ＢのＩＣタグ１１Ｂｂを検出しているこ
とを条件に、窓口操作機２Ｂの操作部５Ｂからの出金処理実行の指令信号に基づいて、出
金機構２０５から硬貨を放出させる。
【０１２３】
　出金機構２０５の金種別の収納繰出部７６Ａ～７６Ｆがそれぞれ必要な枚数の硬貨を、
受皿１１Ａ，１１Ｂのうち受皿挿入口１８に挿入されている受皿に放出する、つまり出金
のため放出すべき全ての硬貨を出金機構２０５で、受皿１１Ａ，１１Ｂのうち受皿挿入口
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１８に挿入されている受皿に放出すると、制御部２３０は、第１の占有状態では、窓口操
作機２Ａの表示部６Ａおよび入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ａに、受皿１１Ａの受
皿挿入口１８からの抜き取りを促す表示を表示させる。他方、第２の占有状態では、窓口
操作機２Ｂの表示部６Ｂおよび入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ｂに、受皿１１Ｂの
受皿挿入口１８からの抜き取りを促す表示を表示させる。その後、所定の待機時間の間に
、受皿抜取検出センサ２２１が、受皿１１Ａ，１１Ｂのうち受皿挿入口１８に挿入されて
いる受皿の受皿挿入口１８からの抜き取りを検出した場合に、制御部２３０は、出金機構
２０５で硬貨を放出する放出処理としての出金処理が終了したと判定して、次の硬貨処理
の入力を受け付ける状態となって待機する。
【０１２４】
　他方、出金機構２０５の金種別の収納繰出部７６Ａ～７６Ｆがそれぞれ必要な枚数の硬
貨を全て、受皿１１Ａ，１１Ｂのうち受皿挿入口１８に挿入されている受皿に放出した後
、受皿配置検出センサ２１７がこの受皿を検出している状態（受皿抜取検出センサ２２１
もこの受皿を検出している）、つまり、この受皿が受皿挿入口１８から抜き取られずに出
金機構２０５から硬貨を受け入れ可能な位置にあることを受皿配置検出センサ２１７が検
出している状態で、所定の待機時間が経過すると、制御部２３０は、受皿に出金硬貨の取
り忘れがあると判断して、その旨のエラー表示を、第１の占有状態では、窓口操作機２Ａ
の表示部６Ａおよび入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ａに、第２の占有状態では、窓
口操作機２Ｂの表示部６Ｂおよび入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ｂに、それぞれ表
示させると共に、音声発生部２４で警告音を発生させることになる。
【０１２５】
　また、出金機構２０５の金種別の収納繰出部７６Ａ～７６Ｆがそれぞれ必要な枚数の硬
貨を全て、受皿１１Ａ，１１Ｂのうち受皿挿入口１８に挿入されている受皿に放出した後
、受皿配置検出センサ２１７がこの受皿を検出しない状態となり且つ受皿抜取検出センサ
２２１がこの受皿を検出している状態、つまり、この受皿が出金機構２０５から硬貨を受
け入れ可能な位置にないことを受皿配置検出センサ２１７が検出し且つこの受皿が受皿挿
入口１８から抜き取られていないことを受皿抜取検出センサ２２１が検出している状態で
、所定の待機時間が経過すると、制御部２３０は、受皿が受皿挿入口１８から完全には抜
き取られておらず、受皿の天井部２１３に隠れた部分に出金硬貨の取り忘れの可能性があ
ると判断して、その旨のエラー表示を、第１の占有状態では、窓口操作機２Ａの表示部６
Ａおよび入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ａに、第２の占有状態では、窓口操作機２
Ｂの表示部６Ｂおよび入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ｂに、それぞれ表示させると
共に、音声発生部２４で警告音を発生させることになる。
【０１２６】
　また、出金機構２０５の金種別の収納繰出部７６Ａ～７６Ｆがそれぞれ必要な枚数の硬
貨を全て、受皿１１Ａ，１１Ｂのうち受皿挿入口１８に挿入されている受皿に放出した後
、受皿配置検出センサ２１７がこの受皿を検出しない状態となり且つ受皿抜取検出センサ
２２１がこの受皿を検出している状態から、所定の待機時間の経過前に、受皿配置検出セ
ンサ２１７がこの受皿を検出する状態（受皿抜取検出センサ２２１もこの受皿を検出して
いる）になった場合も、制御部２３０は、受皿が受皿挿入口１８から完全には抜き取られ
ておらず、受皿の天井部２１３に隠れた部分に出金硬貨の取り忘れの可能性があると判断
して、その旨のエラー表示を、第１の占有状態では、窓口操作機２Ａの表示部６Ａおよび
入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ａに、第２の占有状態では、窓口操作機２Ｂの表示
部６Ｂおよび入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ｂに、それぞれ表示させると共に、音
声発生部２４で警告音を発生させることになる。
【０１２７】
　上記したエラー表示および警告音の発生後、受皿抜取検出センサ２２１が受皿の受皿挿
入口１８からの抜き取りを検出した場合に、制御部２３０は、エラー表示および警告音を
停止させるとともに、出金機構２０５で硬貨を放出する出金処理が終了したと判定して、
次の硬貨処理を受け付ける状態となって待機する。
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【０１２８】
　なお、この出金処理において、万が一、異金種硬貨が収納繰出部７６Ａ～７６Ｆのいず
れかに混入していた場合、大径の異金種硬貨であると、壁部８７ａ，８７ａ間を通過でき
ないことから、制御部２３０は、ゲートストッパ９１を開放しているのに硬貨検出センサ
９５で硬貨の繰り出しが検出されないことよりこれを検出する。この場合は、出金処理を
一旦停止させて操作員Ａ，Ｂに対し異金種硬貨の排除作業を行う旨の表示を行う。
【０１２９】
　一方、小径の異金種硬貨の場合は、出金選別孔９４Ｂ～９４Ｆのいずれかから落下させ
られることになり、硬貨検出センサ９５，９８の検出結果からこのことがわかると、制御
部２３０は、この異金種硬貨の分多く硬貨を繰り出させることで必要な枚数の硬貨を出金
させる。一方で、出金選別孔９４Ｂ～９４Ｆのいずれかから落下した硬貨は、シュートガ
イド９６で案内されて硬貨搬送路１０１上に落下することになるため、制御部２３０は、
硬貨検出センサ９５，９８の検出結果から異金種硬貨を検出した場合、これを硬貨搬送路
１０１で一時貯留部４２側に搬送して後述の「入金処理の入金収納処理」を行う。なお、
この場合は、一時貯留部４２において一時貯留させることなく、そのまま硬貨判別部６３
、金種振分部６８へと連続的に搬送する。
【０１３０】
「入金処理の入金収納処理」
　上記した「入金処理の入金計数処理」の後、入金確定操作が入力された場合、制御部２
３０は、出金側ゲート１０４を繰出口８９から繰り出される硬貨を硬貨搬送路１０１に案
内する状態とし、搬送ベルト４４、搬送ベルト６１、搬送ベルト７１、搬送ベルト８１お
よび搬送ベルト１００を駆動するとともに（搬送ベルト１００は硬貨一括金庫２３の方向
に駆動する）、ゲートストッパ５１を開状態とし、さらに、収納繰出部７６Ａ～７６Ｆの
全てのゲートストッパ９１を閉状態とし、返却搬送路６７のゲートストッパ９１を開状態
とする。そして、硬貨判別部６３の判別結果に基づいて収納振分ゲート６５の切り換えタ
イミングを適宜制御することで、一時貯留部４２から繰り出される硬貨を振り分ける。す
なわち、収納繰出部７６Ａ～７６Ｆに収納しない硬貨、例えば、収納繰出部７６Ａ～７６
Ｆに収納しきれないオーバーフロー硬貨や新旧二種類が流通している場合における旧硬貨
等は、返却搬送路６７に落下させ、返却搬送路６７から硬貨搬送路１０１を介して硬貨一
括金庫２３に収納する。一方、それ以外の硬貨は、金種振分部６８に送り、分類孔７２Ａ
～７２Ｆの対応するものから落下させる。これにより、一時貯留部４２から繰り出された
硬貨は金種別の収納繰出部７６Ａ～７６Ｆの対応する金種のものに収納される（図１３に
太線で示す入金処理の入金収納処理ルート参照）。
【０１３１】
　なお、入金処理の入金計数処理における硬貨識別部３２の識別結果と、入金処理の入金
収納処理時における硬貨判別部６３の判別結果および硬貨検出センサ７３の検出結果と、
出金処理時における硬貨検出センサ９５，９８の検出結果と等から、制御部２３０は、硬
貨入出金部１２の金種別の収納繰出部７６Ａ～７６Ｆおよび硬貨一括金庫２３の硬貨収納
量をほぼ把握している。
【０１３２】
「整理処理の整理計数処理」
　複数金種混在した硬貨から指定した金種を計数しつつ分離する場合等の処理であり、制
御部２３０は、整理処理実行の指令信号にしたがって、整理処理の整理計数処理を開始さ
せると、硬貨入金口１７のシャッタ１７ａを開き、硬貨投入部３０の回転円盤３４、搬送
ベルト３８を駆動する。すると、操作者が硬貨入金口１７に硬貨を投入することになり、
投入された硬貨が、回転円盤３４から隙間規制部材３７で一枚ずつに分離されて搬送ベル
ト３８で搬送されることになる。制御部２３０は、その途中の硬貨識別部３２の識別結果
に基づいてリジェクト・一時貯留振分ゲート４０で振り分ける（図１１に太線で示す入金
処理の入金計数処理ルート参照）。
【０１３３】
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　すなわち、識別不能硬貨を含む偽硬貨と識別された硬貨および整理計数対象金種以外の
硬貨、つまり正常と識別されなかったリジェクト硬貨をリジェクトボックス４１へ落下さ
せる。他方、真硬貨で整理計数対象金種と識別された硬貨、つまり正常と識別された硬貨
を、一時貯留部４２に落下させる。このときも、入金処理の入金計数処理時と同様、一時
貯留部４２においてはゲートストッパ５１をオンするとともに搬送ベルト４４を駆動状態
とし、さらに、ベルト叩き機構５４のベルト叩きプッシャ５５を往復動させる。
【０１３４】
　回転円盤３４から全ての硬貨が一旦繰り出され、リジェクトボックス４１および一時貯
留部４２のいずれかに送り込まれると、制御部２３０は、リジェクトボックス４１に残存
硬貨がないことを図示略のセンサにより検出していることを条件に、整理計数処理が終了
したと判定する。
【０１３５】
　そして、制御部２３０は、第１の占有状態にある場合は、硬貨識別部３２の識別結果を
窓口操作機２Ａの表示部６Ａに表示させると共に、操作員Ａによる窓口操作機２Ａの操作
部５Ａまたは入出金機本体１０の操作部１４Ａへの、次の硬貨処理の開始操作である整理
計数完了確認操作を受け付ける状態となって待機する。そして、操作員Ａが、後述の「返
却処理」の開始操作である整理計数完了確認操作を窓口操作機２Ａの操作部５Ａまたは入
出金機本体１０の操作部１４Ａへ入力して返却処理実行の指令信号を出力させると、制御
部２３０は、現在の占有状態が第１の占有状態にあることからタグリーダ２２０が受皿１
１ＡのＩＣタグ１１Ａｂを検出する状態にあることを条件に、指令信号にしたがって、整
理処理の一部として後述の「返却処理」を行うことになる。
【０１３６】
　他方、制御部２３０は、第２の占有状態にある場合は、硬貨識別部３２の識別結果を窓
口操作機２Ｂの表示部６Ｂに表示させると共に、操作員Ｂによる窓口操作機２Ｂの操作部
５Ｂまたは入出金機本体１０の操作部１４Ｂへの、次の硬貨処理の開始操作である整理計
数完了確認操作を受け付ける状態となって待機する。そして、操作員Ｂが、後述の「返却
処理」の開始操作である整理計数完了確認操作を窓口操作機２Ｂの操作部５Ｂまたは入出
金機本体１０の操作部１４Ｂへ入力して返却処理実行の指令信号を出力させると、制御部
２３０は、現在の占有状態が第２の占有状態にあることからタグリーダ２２０が受皿１１
ＢのＩＣタグ１１Ｂｂを検出する状態にあることを条件に、指令信号にしたがって、整理
処理の一部として後述の「返却処理」を行うことになる。
【０１３７】
　なお、以上の整理処理の整理計数処理中、言い換えれば整理処理の返却処理前に、受皿
１１Ａ，１１Ｂが受皿挿入口１８から抜き出されると、タグリーダ２２０がＩＣタグ１１
Ａｂ，１１Ｂｂのいずれも検出しない状態になる。すると、制御部２３０は、現在の占有
状態を解除不能な状態とすることで解除することなく、現在の占有状態が第１の占有状態
にあるときには、音声発生部２４にエラー音声を発生させてエラーである旨の報知を行う
とともに、窓口操作機２Ａの表示部６Ａおよび入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ａに
、受皿１１Ａをセット位置に配置するように促すエラー表示を表示させてエラーである旨
の報知を行う。他方、現在の占有状態が第２の占有状態にあるときには、制御部２３０は
、音声発生部２４にエラー音声を発生させてエラーである旨の報知を行うとともに、窓口
操作機２Ｂの表示部６Ｂおよび入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ｂに、受皿１１Ｂを
セット位置に配置するように促すエラー表示を表示させてエラーである旨の報知を行う。
【０１３８】
　また、以上の整理処理の整理計数処理中、言い換えれば整理処理の返却処理前に、受皿
１１Ａ，１１Ｂが受皿挿入口１８から抜き出された後、セット位置に配置された受皿が現
在の占有状態と対応しないこともある。よって、制御部２３０は、現在の占有状態が第１
の占有状態にあるときに、タグリーダ２２０が受皿１１ＢのＩＣタグ１１Ｂｂを検出する
状態になると、現在の占有状態を解除不能に維持しながら、音声発生部２４にエラー音声
を発生させてエラーである旨の報知を行うとともに、窓口操作機２Ａの表示部６Ａおよび
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入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ａに、受皿１１Ｂから受皿１１Ａへ交換してセット
位置に配置するように促すエラー表示を表示させてエラーである旨の報知を行う。他方、
現在の占有状態が第２の占有状態にあるときに、タグリーダ２２０が受皿１１ＡのＩＣタ
グ１１Ａｂを検出する状態になると、制御部２３０は、現在の占有状態を解除に維持しな
がら、音声発生部２４にエラー音声を発生させてエラーである旨の報知を行うとともに、
窓口操作機２Ｂの表示部６Ｂおよび入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ｂに、受皿１１
Ａから受皿１１Ｂへ交換してセット位置に配置するように促すエラー表示を表示させてエ
ラーである旨の報知を行う。
【０１３９】
　なお、整理処理の整理計数処理中に、現在の占有状態が第１の占有状態にあってタグリ
ーダ２２０が受皿１１ＡのＩＣタグ１１Ａｂを検出しない状態になると、タグリーダ２２
０が受皿１１ＡのＩＣタグ１１Ａｂを検出する状態になるまで、後述の「返却処理」の実
行前の状態で待機することになり、現在の占有状態が第２の占有状態にあってタグリーダ
２２０が受皿１１ＢのＩＣタグ１１Ｂｂを検出しない状態になるとタグリーダ２２０が受
皿１１ＢのＩＣタグ１１Ｂｂを検出する状態になるまで、後述の「返却処理」の実行前の
状態で待機することになる。
【０１４０】
「返却処理」
　第１の占有状態にあって上記「入金処理の入金計数処理」の終了にあたって入金キャン
セル操作が窓口操作機２Ａの操作部５Ａまたは入出金機本体１０の操作部１４Ａに入力さ
れた場合と、第２の占有状態にあって上記「入金処理の入金計数処理」の終了にあたって
入金キャンセル操作が窓口操作機２Ｂの操作部５Ｂまたは入出金機本体１０の操作部１４
Ｂに入力された場合と、第１の占有状態にあって上記「整理処理の整理計数処理」の終了
にあたって整理計数完了確認操作が窓口操作機２Ａの操作部５Ａまたは入出金機本体１０
の操作部１４Ａに入力された場合と、第２の占有状態にあって上記「整理処理の整理計数
処理」の終了にあたって整理計数完了確認操作が窓口操作機２Ｂの操作部５Ｂまたは入出
金機本体１０の操作部１４Ｂに入力された場合とに出力される返却処理実行の指令信号に
したがって、制御部２３０は、返却処理を開始させる。その際に、まず、受皿ロック機構
２１６で受皿１１Ａ，１１Ｂのうち受皿挿入口１８のセット位置に配置されている受皿を
抜き取り不可にロックする。すると、上記したように、第１の占有状態にあるときには受
皿１１Ａが受皿挿入口１８のセット位置に配置されており、第２の占有状態にあるときに
は受皿１１Ｂが受皿挿入口１８のセット位置に配置されているため、第１の占有状態では
受皿１１Ａを、第２の占有状態では受皿１１Ｂを抜き取り不可にロックする。
【０１４１】
　ここで、返却処理実行の指令信号は、入出金機本体１０が第１の占有状態にあるときに
はタグリーダ２２０が受皿１１ＡのＩＣタグ１１Ａｂを検出している場合に受け付け、入
出金機本体１０が第２の占有状態にあるときにはタグリーダ２２０が受皿１１ＢのＩＣタ
グ１１Ｂｂを検出している場合に受け付けることになり、この返却処理実行の指令信号に
したがって、制御部２３０は、まず、上記のように受皿ロック機構２１６で受皿１１Ａ，
１１Ｂのうち受皿挿入口１８のセット位置に配置されている受皿を抜き取り不可にロック
する。つまり、制御部２３０は、入出金機本体１０を第１の占有状態に設定し且つタグリ
ーダ２２０が受皿１１ＡのＩＣタグ１１Ａｂを検出している場合と、入出金機本体１０を
第２の占有状態に設定し且つタグリーダ２２０が受皿１１ＢのＩＣタグ１１Ｂｂを検出し
ている場合とに、受皿ロック機構２１６で、受皿１１Ａ，１１Ｂのセット位置にあるもの
をロックする。
【０１４２】
　そして、制御部２３０は、上記のように受皿ロック機構２１６により、受皿１１Ａ，１
１Ｂのうち受皿挿入口１８のセット位置に配置されている受皿をロックした状態で、返却
機構２０６の一部構成としての出金側ゲート１０４を繰出口８９から繰り出される硬貨を
シュートガイド１０３に案内する状態とし、搬送ベルト４４、搬送ベルト６１、搬送ベル
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ト８１および搬送ベルト８８を駆動する。それとともに、金種別の収納繰出部７６Ａ～７
６Ｆのゲートストッパ９１は、全て閉状態とし、返却搬送路６７のゲートストッパ９１の
み開状態とし、さらに、収納振分ゲート６５を、全ての硬貨を返却搬送路６７に落下させ
る状態とする。以上により、一時貯留部４２から一枚ずつ繰り出された硬貨が、硬貨判別
部６３で判別されながら、収納振分ゲート６５から落下し、返却搬送路６７の繰出口８９
からシュートガイド１０３を介して、受皿１１Ａ，１１Ｂのうち受皿挿入口１８のセット
位置に配置されている受皿に放出される（図１４に太線で示す返却処理ルート参照）。つ
まり、制御部２３０は、入出金機本体１０を第１の占有状態に設定すると、タグリーダ２
２０が受皿１１ＡのＩＣタグ１１Ａｂを検出していることを条件に、窓口操作機２Ａの操
作部５Ａあるいは入出金機本体１０の操作部１４Ａからの返却処理実行の指令信号に基づ
いて、返却機構２０６から硬貨を放出させる一方、入出金機本体１０を第２の占有状態に
設定すると、タグリーダ２２０が受皿１１ＢのＩＣタグ１１Ｂｂを検出していることを条
件に、窓口操作機２Ｂの操作部５Ｂあるいは入出金機本体１０の操作部１４Ｂからの返却
処理実行の指令信号に基づいて、返却機構２０６から硬貨を放出させる。
【０１４３】
　返却機構２０６の一時貯留部４２の硬貨を全て、受皿１１Ａ，１１Ｂのうち受皿挿入口
１８のセット位置に配置されている受皿に放出する、つまり返却のため放出すべき全ての
硬貨を返却機構２０６で、受皿１１Ａ，１１Ｂのうち受皿挿入口１８のセット位置に配置
されている受皿に放出すると、制御部２３０は、第１の占有状態では、窓口操作機２Ａの
表示部６Ａおよび入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ａに、第２の占有状態では、窓口
操作機２Ｂの表示部６Ｂおよび入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ｂに、受皿の受皿挿
入口１８からの抜き取りを促す表示を表示させる。その後、所定の待機時間の間に、受皿
抜取検出センサ２２１が受皿の受皿挿入口１８からの抜き取りを検出した場合に、制御部
２３０は、返却機構２０６で硬貨を放出する放出処理としての返却処理が終了したと判定
して、次の硬貨処理の入力を受け付ける状態となって待機する。
【０１４４】
　他方、返却機構２０６の一時貯留部４２の硬貨を全て、受皿１１Ａ，１１Ｂのうち受皿
挿入口１８のセット位置に配置されている受皿に放出した後、受皿配置検出センサ２１７
がこの受皿を検出している状態（受皿抜取検出センサ２２１もこの受皿を検出している）
、つまり、この受皿が受皿挿入口１８から抜き取られずに返却機構２０６から硬貨を受け
入れ可能な位置にあることを受皿配置検出センサ２１７が検出している状態で、所定の待
機時間が経過すると、制御部２３０は、受皿に返却硬貨の取り忘れがあると判断して、そ
の旨のエラー表示を、第１の占有状態では、窓口操作機２Ａの表示部６Ａおよび入出金機
本体１０の表示ランプ部１５Ａに、第２の占有状態では、窓口操作機２Ｂの表示部６Ｂお
よび入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ｂに、それぞれ表示させると共に、音声発生部
２４で警告音を発生させることになる。
【０１４５】
　また、返却機構２０６の一時貯留部４２の硬貨を全て、受皿１１Ａ，１１Ｂのうち受皿
挿入口１８のセット位置に配置されている受皿に放出した後、受皿配置検出センサ２１７
がこの受皿を検出しない状態となり且つ受皿抜取検出センサ２２１がこの受皿を検出して
いる状態、つまり、この受皿が返却機構２０６から硬貨を受け入れ可能な位置にないこと
を受皿配置検出センサ２１７が検出し且つこの受皿が受皿挿入口１８から抜き取られてい
ないことを受皿抜取検出センサ２２１が検出している状態で、所定の待機時間が経過する
と、制御部２３０は、この受皿が受皿挿入口１８から完全には抜き取られておらず、この
受皿の天井部２１３に隠れた部分に返却硬貨の取り忘れの可能性があると判断して、その
旨のエラー表示を、第１の占有状態では、窓口操作機２Ａの表示部６Ａおよび入出金機本
体１０の表示ランプ部１５Ａに、第２の占有状態では、窓口操作機２Ｂの表示部６Ｂおよ
び入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ｂに、それぞれ表示させると共に、音声発生部２
４で警告音を発生させることになる。
【０１４６】
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　また、返却機構２０６の一時貯留部４２の硬貨を全て、受皿１１Ａ，１１Ｂのうち受皿
挿入口１８のセット位置に配置されている受皿に放出した後、受皿配置検出センサ２１７
がこの受皿を検出しない状態となり且つ受皿抜取検出センサ２２１がこの受皿を検出して
いる状態から、所定の待機時間の経過前に、受皿配置検出センサ２１７がこの受皿を検出
している状態（受皿抜取検出センサ２２１もこの受皿を検出している）になった場合も、
制御部２３０は、この受皿が受皿挿入口１８から完全には抜き取られておらず、この受皿
の天井部２１３に隠れた部分に返却硬貨の取り忘れの可能性があると判断して、その旨の
エラー表示を、第１の占有状態では、窓口操作機２Ａの表示部６Ａおよび入出金機本体１
０の表示ランプ部１５Ａに、第２の占有状態では、窓口操作機２Ｂの表示部６Ｂおよび入
出金機本体１０の表示ランプ部１５Ｂに、それぞれ表示させると共に、音声発生部２４で
警告音を発生させることになる。
【０１４７】
　上記したエラー表示および警告音の発生後、受皿抜取検出センサ２２１が受皿の受皿挿
入口１８からの抜き取りを検出した場合に、制御部２３０は、エラー表示および警告音を
停止させるとともに、返却機構２０６で硬貨を放出する返却処理が終了したと判定して、
次の硬貨処理を受け付ける状態となって待機する。
【０１４８】
「入金口補充処理」
　収納繰出部７６Ａ～７６Ｆのいずれかの硬貨収納量が少なくなってきた場合は、操作員
Ａ，Ｂが上記「入金処理の入金計数処理」および「入金処理の入金収納処理」を同時に実
行することで硬貨を補充する（図１１に太線で示す入金処理の入金計数処理ルートおよび
図１３に太線で示す入金処理の入金収納処理ルート参照）。
【０１４９】
「金庫回収処理」
　硬貨入出金部１２の硬貨を全て回収する場合には、窓口操作機２Ａ，２Ｂの操作部５Ａ
，５Ｂのいずれかまたは入出金機本体１０の操作部１４Ａ，１４Ｂのいずれかに「金庫回
収処理」の実行入力がなされると、制御部２３０は、出金側ゲート１０４を繰出口８９か
ら繰り出される硬貨を硬貨搬送路１０１に案内する状態とし、搬送ベルト８１、搬送ベル
ト８８および搬送ベルト１００を駆動するとともに（搬送ベルト１００は硬貨一括金庫２
３の方向に駆動）、金種別の収納繰出部７６Ａ～７６Ｆの全てのゲートストッパ９１を開
状態とすることで、金種別の収納繰出部７６Ａ～７６Ｆから硬貨を全て繰り出し出金側ゲ
ート１０４で硬貨搬送路１０１に案内しつつ硬貨搬送路１０１で硬貨一括金庫２３に収納
させる（図１５に太線で示す金庫回収処理ルート参照）。その後、硬貨一括金庫２３を機
外に取り外すことで硬貨が回収される。
【０１５０】
「精査処理」
　まず、例として、収納繰出部７６Ａについて収納している硬貨（１円硬貨）を全て一旦
繰り出しこの収納繰出部７６Ａ以外の一時貯留場所に一時貯留させる一方、この収納繰出
部７６Ａに確定した枚数の硬貨を戻すことにより収納枚数を確定させる精査処理を行う場
合について説明する。
【０１５１】
　ここで、上述したように、入金処理の入金計数処理における硬貨識別部３２の識別結果
と、入金処理の入金収納処理時における硬貨判別部６３の判別結果および硬貨検出センサ
７３の検出結果と、出金処理時における硬貨検出センサ９５，９８の検出結果とから、制
御部２３０は、硬貨入出金部１２の各部の硬貨収納量をほぼ把握しており、精査処理前に
認識していた収納繰出部７６Ａの収納枚数に応じて、一時貯留場所を変更する。
【０１５２】
　すなわち、収納繰出部７６Ａに関して精査処理を行う際に、この収納繰出部７６Ａにつ
いて精査処理前に認識していた収納枚数が予め設定された所定枚数以下の場合は、収納繰
出部７６Ａの全ての硬貨を繰り出し、繰り出した硬貨を一旦一時貯留部４２のみに一時貯
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留させる一方、この収納繰出部７６Ａについて精査処理前に認識していた収納枚数が予め
設定された所定枚数より多い場合は、収納繰出部７６Ａの全ての硬貨を繰り出し、繰り出
した硬貨を一時貯留部４２および返却搬送路６７に一時貯留させる。なお、上記所定枚数
は、良好に繰り出し等を行うことができる枚数が設定されることになる。具体的には、上
記一時貯留部４２の硬貨の収納量は、５００円硬貨は１００枚、それ以外の硬貨は１６０
枚とされており、一時貯留部４２に硬貨を放出する硬貨搬送路１０１からの硬貨搬送路出
口１０２が一時貯留部４２の収納スペースのほぼ中央に位置しているため、最も大きさの
大きい５００円硬貨に対応して上記所定枚数を収納量の半分の５０枚と設定する。
【０１５３】
　具体的には、収納繰出部７６Ａに関して精査処理を行う際に、この収納繰出部７６Ａに
ついて精査処理前に認識していた収納枚数が予め設定された所定枚数（５０枚）以下の場
合は、窓口操作機２Ａ，２Ｂの操作部５Ａ，５Ｂのいずれかまたは入出金機本体１０の操
作部１４Ａ，１４Ｂのいずれかに収納繰出部７６Ａを精査処理する際の入力がなされると
、制御部２３０は、出金側ゲート１０４を繰出口８９から繰り出される硬貨を硬貨搬送路
１０１に案内する状態とするとともに、搬送ベルト８１、搬送ベルト８８および搬送ベル
ト１００を駆動し（搬送ベルト１００は一時貯留部４２の方向に駆動）、一時貯留部４２
の搬送ベルト４４を駆動するとともにゲートストッパ５１を閉状態とし、さらに、収納繰
出部７６Ａ～７６Ｆのうち収納繰出部７６Ａのゲートストッパ９１のみを開状態とする。
これにより、収納繰出部７６Ａに収納されていた硬貨が全て一時貯留部４２に一時貯留さ
れ、収納繰出部７６Ａは空となる。次に、制御部２３０は、ゲートストッパ５１を開状態
とし、収納繰出部７６Ａのゲートストッパ９１を閉状態とする。これにより、一時貯留部
４２から硬貨が繰り出され、繰り出された硬貨を硬貨判別部６３で判別しつつ、金種振分
部６８に送り、対応する分類孔７２Ａから落下させる。これにより、一時貯留部４２から
繰り出された硬貨は収納繰出部７６Ａに収納される（図１６に太線で示す第１精査処理ル
ート参照）。以上のようにして、収納可能な硬貨が全て収納繰出部７６Ａに収納されると
、硬貨判別部６３の判別結果および硬貨検出センサ７３の検出結果で収納繰出部７６Ａに
収納された硬貨の枚数が確定する。なお、万が一異金種硬貨が混入していても、金種振分
部６８で分類孔７２Ａ～７２Ｆの対応するものから落下させられることになる。他方、硬
貨判別部６３の判別結果から、偽硬貨等の真硬貨でないものが混入していた場合には、直
ちに装置を停止させ、エラー表示をする。この停止で、偽硬貨等の真硬貨でないものは、
収納振分ゲート６５より下流側かつ金種振分部６８より上流で留まることになり、操作員
Ａ，Ｂによる排除が円滑に行われる。
【０１５４】
　収納繰出部７６Ａに関して精査処理を行う際に、この収納繰出部７６Ａについて精査処
理前に認識していた収納枚数が予め設定された所定枚数（５０枚）を越えている場合は、
窓口操作機２Ａ，２Ｂの操作部５Ａ，５Ｂのいずれかまたは入出金機本体１０の操作部１
４Ａ，１４Ｂのいずれかに収納繰出部７６Ａを精査処理する際の入力がなされると、制御
部２３０は、出金側ゲート１０４を繰出口８９から繰り出される硬貨を硬貨搬送路１０１
に案内する状態とするとともに、搬送ベルト８１、搬送ベルト８８および搬送ベルト１０
０を駆動するとともに（搬送ベルト１００は一時貯留部４２の方向に駆動）、一時貯留部
４２のゲートストッパ５１は開状態とし、さらに、収納繰出部７６Ａ～７６Ｆおよび返却
搬送路６７のうち収納繰出部７６Ａのゲートストッパ９１のみを開状態として、収納振分
ゲート６５を返却搬送路６７に硬貨を案内する状態とする。そして、硬貨検出センサ９５
，９８で、繰出口８９から、上記所定枚数を越える枚数の硬貨が繰り出されるまで収納繰
出部７６Ａのゲートストッパ９１を開状態とし、繰り出された硬貨を全て硬貨搬送路１０
１および一時貯留部４２を介して一旦返却搬送路６７に一時貯留させる。
【０１５５】
　繰出口８９から上記所定枚数を越える枚数の硬貨が繰り出されたことが検出されると、
制御部２３０は、収納繰出部７６Ａのゲートストッパ９１を閉状態とし、繰り出された全
ての硬貨が返却搬送路６７に一時貯留されると、一時貯留部４２のゲートストッパ５１を
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閉状態とし収納繰出部７６Ａ～７６Ｆおよび返却搬送路６７のうち収納繰出部７６Ａのゲ
ートストッパ９１のみを再び開状態とする。これにより、残りの硬貨すなわち上記所定枚
数と認識されていた硬貨を硬貨搬送路１０１を介して一旦一時貯留部４２に一時貯留させ
る。これにより、収納繰出部７６Ａに収納されていた硬貨が全て一時貯留部４２および返
却搬送路６７に一時貯留され、収納繰出部７６Ａは空となる。次に、制御部２３０は、一
時貯留部４２のゲートストッパ５１を開状態とし、収納繰出部７６Ａのゲートストッパ９
１を閉状態とする。これにより、一時貯留部４２から硬貨が繰り出され、繰り出された硬
貨を、硬貨判別部６３で判別しつつ、金種振分部６８に送り、対応する分類孔７２Ａから
落下させる。これにより、上記と同様、一時貯留部４２から繰り出された硬貨は収納繰出
部７６Ａに収納される（図１７に太線で示す第２精査処理ルート参照）。この場合、偽硬
貨等に対する対応は上記と同様である。ここで、上記一時貯留部４２から金種振分部６８
への硬貨の繰り出しの開始に合わせて、返却搬送路６７のゲートストッパ９１を開状態と
し、返却搬送路６７に一時貯留させた硬貨を返却搬送路６７から硬貨搬送路１０１を介し
て一時貯留部４２に徐々に追加する。以上のようにして、収納可能な硬貨が全て収納繰出
部７６Ａに収納されると、硬貨判別部６３の判別結果および硬貨検出センサ７３の検出結
果で収納繰出部７６Ａに収納された硬貨の枚数が確定する。
【０１５６】
　なお、収納繰出部７６Ｂすなわち５０円硬貨に関して精査処理を行う場合も、上記と同
様であり、具体的には、上記収納繰出部７６Ａの精査処理に対し、収納繰出部７６Ａを収
納繰出部７６Ｂに、分類孔７２Ａを分類孔７２Ｂに、１円硬貨を５０円硬貨に、それぞれ
読み替えればよい。
【０１５７】
　同様に、収納繰出部７６Ｃすなわち５円硬貨に関して精査処理を行う場合は、上記収納
繰出部７６Ａの精査処理に対し、収納繰出部７６Ａを収納繰出部７６Ｃに、分類孔７２Ａ
を分類孔７２Ｃに、１円硬貨を５円硬貨に、それぞれ読み替えればよく、収納繰出部７６
Ｄすなわち１００円硬貨に関して精査処理を行う場合は、上記収納繰出部７６Ａの精査処
理に対し、収納繰出部７６Ａを収納繰出部７６Ｄに、分類孔７２Ａを分類孔７２Ｄに、１
円硬貨を１００円硬貨に、それぞれ読み替えればよい。また、収納繰出部７６Ｅすなわち
１０円硬貨に関して精査処理を行う場合は、上記収納繰出部７６Ａの精査処理に対し、収
納繰出部７６Ａを収納繰出部７６Ｅに、分類孔７２Ａを分類孔７２Ｅに、１円硬貨を１０
円硬貨に、それぞれ読み替えればよく、収納繰出部７６Ｆすなわち５００円硬貨に関して
精査処理を行う場合は、上記収納繰出部７６Ａの精査処理に対し、収納繰出部７６Ａを収
納繰出部７６Ｆに、分類孔７２Ａを分類孔７２Ｆに、１円硬貨を５００円硬貨に、それぞ
れ読み替えればよい。
【０１５８】
　ここで、上記の精査処理は以下のように変更することも可能である。
　例えば収納繰出部７６Ａを例にとり説明すると、収納繰出部７６Ａに関して精査処理を
行う際に、収納繰出部７６Ａについて精査処理前に認識していた収納枚数が予め設定され
た所定枚数（５０枚）以下の場合は、上記と同様とし、収納繰出部７６Ａについて精査処
理前に認識していた収納枚数が予め設定された所定枚数より多い場合は、繰り出した硬貨
を一時貯留部４２および硬貨搬送路１０１に一時貯留させるようにしてもよい。
【０１５９】
　この場合、収納繰出部７６Ａについて精査処理前に認識していた収納枚数が予め設定さ
れた所定枚数より多い場合は、一時貯留部４２のゲートストッパ５１を閉状態としておく
とともに、収納繰出部７６Ａ～７６Ｆおよび返却搬送路６７のゲートストッパ９１の中で
は収納繰出部７６Ａのゲートストッパ９１のみを開状態とすることで、この所定枚数まで
の枚数の硬貨を収納繰出部７６Ａから繰り出し、この繰り出しが終わると、収納繰出部７
６Ａのゲートストッパ９１を閉状態とし、繰り出した硬貨を全て硬貨搬送路１０１を介し
て一旦一時貯留部４２に一時貯留させる。そして、硬貨搬送路１０１を停止させた後、収
納繰出部７６Ａのゲートストッパ９１を開状態として、該所定枚数を越える枚数の硬貨を
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全て一旦硬貨搬送路１０１に一時貯留させる。このとき、硬貨搬送路１０１について一時
貯留部４２に硬貨が落下しない範囲で正転および逆転の少なくともいずれか一方を行って
、硬貨を硬貨搬送路１０１上に無駄なスペースをつくることがないように集積させるよう
にする。例えば一時貯留部４２への硬貨の落下防止の点から特に硬貨搬送路１０１の硬貨
一括金庫２３側を有効利用するように搬送ベルト１００を硬貨一括金庫２３側へ硬貨を搬
送する方向に回転させる。以上の後、一時貯留部４２から硬貨を金種振分部６８を介して
収納繰出部７６Ａに戻すのである。そして、この戻している最中に適宜のタイミングで硬
貨搬送路１０１を駆動して一時貯留部４２に硬貨を追加する。
【０１６０】
　さらに、上記を組み合わせてもよい。
　すなわち、例えば収納繰出部７６Ａを例にとり説明すると、収納繰出部７６Ａに関して
精査処理を行う際に、収納繰出部７６Ａについて精査処理前に認識していた収納枚数が予
め設定された所定枚数（５０枚）より多い場合は、繰り出した硬貨を一時貯留部４２と返
却搬送路６７と硬貨搬送路１０１とに一時貯留させるのである。
【０１６１】
　この場合、収納繰出部７６Ａについて精査処理前に認識していた収納枚数が予め設定さ
れた所定枚数より多い場合は、一時貯留部４２のゲートストッパ５１を開状態とするとと
もに、収納繰出部７６Ａ～７６Ｆおよび返却搬送路６７のゲートストッパ９１の中では収
納繰出部７６Ａのゲートストッパ９１のみを開状態とすることで、該所定枚数を越える枚
数の硬貨の一部（例えば半分）を収納繰出部７６Ａから繰り出し、この繰り出しの後、収
納繰出部７６Ａのゲートストッパ９１を一旦閉状態とするとともに、繰り出した硬貨を全
て硬貨搬送路１０１および一時貯留部４２を介して一旦返却搬送路６７に一時貯留させる
。次に、一時貯留部４２のゲートストッパ５１を閉じて、収納繰出部７６Ａのゲートスト
ッパ９１を開状態とし、上記の所定枚数までの枚数の硬貨を収納繰出部７６Ａから繰り出
して、収納繰出部７６Ａのゲートストッパ９１を閉状態とし、繰り出した硬貨を全て硬貨
搬送路１０１を介して一旦一時貯留部４２に一時貯留させる。そして、硬貨搬送路１０１
を停止させた後、収納繰出部７６Ａのゲートストッパ９１を開状態として、該所定枚数を
越える枚数の硬貨を全て一旦硬貨搬送路１０１に一時貯留させる。このとき、上記と同様
、硬貨搬送路１０１について一時貯留部４２に硬貨が落下しない範囲で正転および逆転の
少なくともいずれか一方を行って、硬貨を硬貨搬送路１０１上に均等に集積させるように
する。その後、一時貯留部４２から硬貨を繰り出し金種振分部６８を介して収納繰出部７
６Ａに戻すのである。そして、この戻している最中に適宜のタイミングで硬貨搬送路１０
１を駆動して一時貯留部４２に硬貨を追加するとともに、適宜のタイミングで返却搬送路
６７のゲートストッパ９１を開状態として返却搬送路６７から硬貨搬送路１０１を介して
一時貯留部４２に硬貨を追加する。
【０１６２】
　なお、制御部２３０は、上記した入金処理の入金計数処理、出金処理、入金処理の入金
収納処理、整理計数処理、返却処理、入金口補充処理、金庫回収処理および精査処理等の
取引処理中に異常が発生すると、表示パネル１６に異常復旧のガイダンスを表示させると
ともに、その後の異常復旧の処理状況を確認することになるが、この異常復旧の処理を終
了と判断する条件に、受皿抜取検出センサ２２１が受皿１１Ａ，１１Ｂの受皿挿入口１８
からの抜き取りを検出することを含むようになっている。
【０１６３】
　以上に述べた本実施形態によれば、互いに視覚的に異なる受皿１１Ａおよび受皿１１Ｂ
を使用するため、受皿１１Ａを一方の操作員Ａの専用とし、受皿１１Ｂを他方の操作員Ｂ
の専用とすることで、硬貨の取り間違えを視覚的に防止することができる。この場合、受
皿１１Ａおよび受皿１１Ｂを色分けし、これに合わせて、窓口操作機２Ａ，２Ｂを色分け
したり、入出金機本体１０の操作部１４Ａ，１４Ｂを色分けすれば、より好ましい。
【０１６４】
　また、一方の操作員Ａ用の受皿１１Ａがセット位置に配置されると、タグリーダ２２０
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がこの受皿１１ＡのＩＣタグ１１Ａｂを検出し、これにより制御部２３０が入出金機本体
１０を、一方の操作員Ａにより操作される窓口操作機２Ａの操作部５Ａおよび入出金機本
体１０の操作部１４Ａからの指令信号を受け付け且つ他方の操作員Ｂにより操作される窓
口操作機２Ｂの操作部５Ｂおよび入出金機本体１０の操作部１４Ｂからの指令信号を受け
付けない第１の占有状態に設定する。一方で、他方の操作員Ｂ用の受皿１１Ｂが所定のセ
ット位置に配置されると、タグリーダ２２０がこの受皿１１ＢのＩＣタグ１１Ｂｂを検出
し、これにより制御部２３０が入出金機本体１０を、他方の操作員Ｂにより操作される窓
口操作機２Ｂの操作部５Ｂおよび入出金機本体１０の操作部１４Ｂからの指令信号を受け
付け且つ一方の操作員Ａにより操作される窓口操作機２Ａの操作部５Ａおよび入出金機本
体１０の操作部１４Ａからの指令信号を受け付けない第２の占有状態に設定する。このよ
うに、一方の操作員Ａ用の受皿１１Ａをセット位置に配置すると、自動的に入出金機本体
１０が、窓口操作機２Ａの操作部５Ａおよび入出金機本体１０の操作部１４Ａを操作する
一方の操作員Ａの占有状態になり、他方の操作員Ｂ用の受皿１１Ｂをセット位置に配置す
ると、自動的に入出金機本体１０が、窓口操作機２Ｂの操作部５Ｂおよび入出金機本体１
０の操作部１４Ｂを操作する他方の操作員Ｂの占有状態になる。したがって、操作員Ａ，
Ｂによる硬貨の取り間違えをさらに防止することができる。また、これにより、二人の操
作員Ａ，Ｂそれぞれ用の占有設定釦を操作することなく、入出金機本体１０を二人の操作
員Ａ，Ｂそれぞれの占有状態に設定できるため、占有状態の設定操作が容易となる。また
、二人の操作員Ａ，Ｂそれぞれ用の占有設定釦を廃止することが可能となるため、これら
占有設定釦を廃止すれば、操作部１４Ａ，１４Ｂのレイアウトの自由度が上がり、部品コ
ストを低減できる。
【０１６５】
　また、受皿１１Ａ，１１Ｂのセット位置への配置に基づいて入出金機本体１０を第１の
占有状態および第２の占有状態のいずれか一方に設定した待機状態において、タグリーダ
２２０がＩＣタグ１１Ａｂ，１１Ｂｂを検出しない状態になると、制御部２３０は、設定
した占有状態を解除して入出金機本体１０を非占有状態とすることになる。よって、セッ
ト位置に配置された受皿１１Ａあるいは受皿１１Ｂの配置を解除することで、設定した占
有状態を自動的に解除することができる。これにより、二人の操作員Ａ，Ｂそれぞれ用の
占有取消釦を操作することなく占有状態を解除できるため、占有状態の解除操作が容易と
なる。また、二人の操作員Ａ，Ｂそれぞれ用の占有取消釦を廃止することが可能となるた
め、これら占有取消釦を廃止すれば、１４Ａ，１４Ｂのレイアウトの自由度がさらに上が
り、部品コストを低減できる。
【０１６６】
　また、受皿配置検出センサ２１７が受皿１１Ａ，１１Ｂのセット位置への配置を検出す
ると、タグリーダ２２０がＩＣタグ１１Ａｂ，１１Ｂｂを検出して、セット位置に配置さ
れたものが受皿１１Ａおよび受皿１１Ｂのいずれであるかを検出する。したがって、タグ
リーダ２２０が無駄にＩＣタグ１１Ａｂ，１１Ｂｂの検出を試行し続ける必要がなくなり
、電力消費を抑制することができる。
【０１６７】
　また、受皿１１Ａのセット位置への配置に基づいて入出金機本体１０を第１の占有状態
に設定した待機状態で窓口操作機２Ｂの操作部５Ｂおよび入出金機本体１０の操作部１４
Ｂから指令信号を受けた場合には、窓口操作機２Ｂの表示部６Ｂおよび入出金機本体１０
の表示ランプ部１５Ｂに、受皿１１Ａを受皿１１Ｂに交換する旨の表示を行い、受皿１１
Ｂのセット位置への配置に基づいて入出金機本体１０を第２の占有状態に設定した待機状
態で窓口操作機２Ａの操作部５Ａおよび入出金機本体１０の操作部１４Ａから指令信号を
受けた場合には、窓口操作機２Ａの表示部６Ａおよび入出金機本体１０の表示ランプ部１
５Ａに、受皿１１Ｂを受皿１１Ａに交換する旨の表示を行わせるため、適正な受皿への交
換等を促すことができる。
【０１６８】
　また、入出金機本体１０内に収納している硬貨を機外へ放出する出金処理を行う場合に
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、入出金機本体１０内から出金される硬貨の操作員Ａ，Ｂによる取り間違いを防止するこ
とができる。
【０１６９】
　また、第１の占有状態および第２の占有状態のいずれか一方の状態において、出金処理
中に、受皿ロック機構２１６が、受皿１１Ａ，１１Ｂのうちセット位置にある受皿をロッ
クするため、受皿１１Ａ，１１Ｂのセット位置への配置が出金処理中に解除されてしまう
ことを防止できる。
【０１７０】
　また、機外から投入され硬貨識別部３２で正常と識別して入出金機本体１０内に一時貯
留した硬貨を機外へ返却する返却処理を行う場合に、入出金機本体１０内から返却される
硬貨の操作員Ａ，Ｂによる取り間違いを防止することができる。
【０１７１】
　また、第１の占有状態および第２の占有状態のいずれか一方の状態において、入金処理
の返却処理中に、受皿ロック機構２１６が、受皿１１Ａ，１１Ｂのうちセット位置にある
受皿をロックするため、受皿１１Ａ，１１Ｂのセット位置への配置が返却処理中に解除さ
れてしまうことを防止できる。
【０１７２】
　また、占有状態が設定されて入金処理が開始されると硬貨は入出金機本体１０内に取り
込まれ始めることになるが、このときに、タグリーダ２２０がＩＣタグ１１Ａｂ，１１Ｂ
ｂを検出しない状態になると、占有状態を解除せず、第１の占有状態では窓口操作機２Ａ
の表示部６Ａおよび入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ａに受皿１１Ａをセット位置へ
配置するように促し、第２の占有状態では窓口操作機２Ｂの表示部６Ｂおよび入出金機本
体１０の表示ランプ部１５Ｂに受皿１１Ｂを、セット位置へ配置するように促す。つまり
、受皿が取り除かれることで、占有状態を解除してしまうと、返って、処理が煩雑となる
ので、このような状況になることを防止しつつ、最適な状態にするように促すことができ
る。
【０１７３】
　また、占有状態が設定されて入金処理が開始されると硬貨は入出金機本体１０内に取り
込まれ始めることになるが、このときに、第１の占有状態ではタグリーダ２２０が受皿１
１ＢのＩＣタグ１１Ｂｂを、第２の占有状態ではタグリーダ２２０が受皿１１ＡのＩＣタ
グ１１Ａｂを、それぞれ検出すると、占有状態を解除せず、第１の占有状態では窓口操作
機２Ａの表示部６Ａおよび入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ａに受皿１１Ｂを受皿１
１Ａに交換するように促し、第２の占有状態では窓口操作機２Ｂの表示部６Ｂおよび入出
金機本体１０の表示ランプ部１５Ｂに受皿１１Ａを受皿１１Ｂに交換するように促す。つ
まり、占有状態を解除してしまうと、返って、処理が煩雑となるので、このような状況に
なることを防止しつつ、最適な状態にするように促すことができる。
【０１７４】
　また、セット位置、出金機構２０５および返却機構２０６が、二人の操作員Ａ，Ｂによ
って共用して使用されるため、操作員Ａ，Ｂによる硬貨の取り間違えを特に生じやすい状
況になり、よって、硬貨の取り間違えを防止することによる効果が高い。セット位置、出
金機構２０５および返却機構２０６を二人の操作員Ａ，Ｂに共用とすることで、機体を小
型化でき、部品点数を低減できる。
【０１７５】
　以上に述べた本実施形態によれば、制御部２３０は、一方の操作員Ａにより操作される
窓口操作機２Ａの操作部５Ａおよび入出金機本体１０の操作部１４Ａから指令信号を受け
ると、入出金機本体１０を、他方の操作員Ｂにより操作される窓口操作機２Ｂの操作部５
Ｂおよび入出金機本体１０の操作部１４Ｂからの指令信号を受け付けない第１の占有状態
に設定し、窓口操作機２Ｂの操作部５Ｂおよび入出金機本体１０の操作部１４Ｂから指令
信号を受けると、入出金機本体１０を、窓口操作機２Ａの操作部５Ａおよび入出金機本体
１０の操作部１４Ａからの指令信号を受け付けない第２の占有状態に設定する。そして、
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制御部２３０は、入出金機本体１０が第１の占有状態に設定されている場合、タグリーダ
２２０が受皿１１ＡのＩＣタグ１１Ａｂを検出していることを条件に、窓口操作機２Ａの
操作部５Ａおよび入出金機本体１０の操作部１４Ａからの指令信号に基づいて出金機構２
０５および返却機構２０６から硬貨を放出させる一方、入出金機本体１０が第２の占有状
態に設定されている場合、タグリーダ２２０が受皿１１ＢのＩＣタグ１１Ｂｂを検出して
いることを条件に、窓口操作機２Ｂの操作部５Ｂおよび入出金機本体１０の操作部１４Ｂ
からの指令信号に基づいて出金機構２０５および返却機構２０６から硬貨を放出させる。
したがって、占有状態と受皿１１Ａ，１１Ｂとの対応を確認した上で、硬貨を受皿１１Ａ
，１１Ｂに放出させることになり、操作員Ａ，Ｂによる硬貨の取り間違えをさらに防止す
ることができる。
【０１７６】
　また、入出金機本体１０を第１の占有状態に設定し且つタグリーダ２２０が受皿１１Ａ
のＩＣタグ１１Ａｂを検出していない場合には、制御部２３０が、窓口操作機２Ａの表示
部６Ａおよび入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ａに受皿１１Ａのセット位置への配置
を促し、入出金機本体１０を第２の占有状態に設定し且つタグリーダ２２０が受皿１１Ｂ
のＩＣタグ１１Ｂｂを検出していない場合には、制御部２３０が、窓口操作機２Ｂの表示
部６Ｂおよび入出金機本体１０の表示ランプ部１５Ｂに受皿１１Ｂのセット位置への配置
を促す報知を行わせるため、第１の占有状態ではセット位置への受皿１１Ａの配置を、第
２の占有状態ではセット位置への受皿１１Ｂの配置を、それぞれ促すことができる。
【０１７７】
　また、入出金機本体１０が第１の占有状態に設定され且つタグリーダ２２０が受皿１１
ＡのＩＣタグ１１Ａｂを検出している場合と、入出金機本体１０が第２の占有状態に設定
され且つタグリーダ２２０が受皿１１ＢのＩＣタグ１１Ｂｂを検出している場合とに、制
御部２３０が、受皿ロック機構２１６により、受皿１１Ａ，１１Ｂのうちセット位置にあ
る受皿をロックするため、出金機構２０５および返却機構２０６による硬貨の放出中に、
受皿のセット位置への配置が解除されてしまうことを防止できる。
【符号の説明】
【０１７８】
　３　貨幣入出金機（硬貨処理機）
　５Ａ　操作部（第１の操作手段）
　５Ｂ　操作部（第２の操作手段）
　６Ａ，６Ｂ　表示部(報知手段）
　１０　入出金機本体（処理機本体）
　１１Ａ　受皿（第１の受皿）
　１１Ｂ　受皿（第２の受皿）
　１１Ａｂ，１１Ｂｂ　ＩＣタグ（被検出手段）
　１４Ａ　操作部（第１の操作手段）
　１４Ｂ　操作部（第２の操作手段）
　１５Ａ，１５Ｂ　表示ランプ部（報知手段）
　１６　表示パネル（報知手段）
　２４　音声発生部（報知手段）
　３２　硬貨識別部（識別手段）
　２０５　出金機構（放出手段，出金手段）
　２０６　返却機構（放出手段，返却手段）
　２１６　受皿ロック機構（ロック手段）
　２１７　受皿配置検出センサ（受皿配置検出手段）
　２２０　タグリーダ（判別検出手段）
　２３０　制御部（占有設定手段，制御手段）
　Ａ，Ｂ　操作員
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